
ISSN1881-5391

子どもの心身の健康問題を考える学会誌

育 療 602017.2
■追悼加藤安雄先生のご逝去を悼む

偉大な先輩の後を引き継いで－加藤安雄先生の思い出一
山本昌邦…･………….……….….……"………….….………－…………….……..…. ..…

■特集「病弱教育と発達障害」
●特集「病弱教育と発達障害」を組むにあたって

武田鉄郎 ･……－…･………….…….….….……….………………………. ､ ...….…….､

特別支援学校（病弱）に在籍している発達障害のある児童生徒の現状
武田鉄郎・武田陽子．．…･･ ･…….. ..…….……….-…….…..….….….….…….…….….…”

●医療の現場から

発達障害と二次障害の理解のポイント

石崎優子………………….…….…………..……………… ..……………….‐…….…. ‐……
●教育の現場から

ストレスマネジメントの取組--クラスで育てるソーシャルスキルみんなのこころをやわらかく－－
児島公子…－ ･……….…….､….………….…. .…...….…….……. .….……….……….…

提案・交渉型アプローチで育てる「相談力」
畑 香織………………….…..……..….……….. .…….－．.…………”……………………

●臨床心理学の立場から

発達障害の子どもの内的体験世界を理解するために
植木田潤 ・……….…………...……………….….…. ... . ..….………………….…..….….….….…

■平成27年度日本育療学会第19回学術集会
●日本育療学会第19回学術集会総括報告滝川国芳（第19回学術集会長）….….…………...……..……
●平成27年度日本育療学会第19回学術集会要項………….….…－………..……….……….………..…．
●学術集会長講演「病気の子どもの学びを支えるICT活用の意義
滝川国芳…．．…･………….….………. ………….……….….……...….….………..….…...…．

●特別講演「学校生活における病気の子供の現状と課題--教諭と養護教諭に期待される役割--」
竹鼻ゆかり …．．…－－…･ ｡.…..………..………. .…….…. .…..…..……..….………………. ．

●口頭発表I

西牧謙吾・小畑文也……．．……･･･…..……”…………－…－ ….….… ..………….….….…
●口頭発表Ⅱ

山本昌邦・泉真由子．…...….…..…..….….………… .….….……….………...….…………．
●ボスターセッションI

河合洋子・日下奈緒美一…………………………………..…….……….……………......….．
●ボスターセッションⅡ

中塚博勝・副島賢和一…．.………. .….………..….…….－……..…….…………..………‐
●シンポジウム「教育・医療・福祉の新たな連携を求めて」

教育の立場から 萩庭圭子 ．…….…..…－……….…. ..…….………. .….….…….…..、
医療の立場から 三平 元 ・・.……….….….……………………….….－…..………
福祉・保護者の立場から 小林信秋 ・….….….………… .……－…………－….….………－……

指定討論 西牧謙吾 ． ､….…….………….………..….….………..………....…....、
指定討論への応答 ・……．．……………….…..…………….…..………….……….…. . .…….…. . .…

■育療59号高野論文の修正掲載について
原著論文「特別支援学校における看護師と養護教諭の医療的ケアの実態と連携」育療， 59，8－15‘
高野政子

■編集後記

1

４
６

10

14

21

29

36

37

41

45

49

51

54

56

58

62

66

71

75

q
「
』日本 青 療学 会



匡二回
加藤安雄先生のご逝去を悼む

日本育療学会初代会長で名誉理事長の加藤安雄先生が、平成28年11月16日にご逝去されました。

下記に先生のご功績の一端をご紹介し、謹んで哀悼の意を表します。

【ご学歴】

昭和18年4月東京陸軍幼年学校第1学年入学

（第47期生）

昭和20年3月第1学年（第49期生）第1訓育班

第1号室模範生徒に任命（第1学

年第1訓育班生徒監賀陽宮邦壽王

文部省初等中等教育局特殊教

育課専門職員

文部省初等中等教育局特殊教

育課教育調査官

横浜国立大学教育学部助教授

横浜国立大学教育学部教授

横浜国立大学教育学部附属養

護学校長併任

(昭和60.3.31まで）

定年により退職

横浜国立大学名誉教授

(平成28.11.16まで）

青森大学社会科学部教授

青森大学社会学部社会福祉学

科長

青森大学社会学部長

(平成15.3.31まで、平成13.

3.31まで社会福祉学科長併

任）

青森大学退職

昭和42年7月1日

昭和44年7月21日

昭和47年8月1日

昭和50年4月1日

昭和54年4月1日殿下担当）

昭和20年8月同校第3学年修業

（敗戦のため同校閉校により）

昭和24年3月宮城師範学校（本科）卒業

平成13年1月社会学博士

平成6年3月31日

平成6年4月1日

【ご職歴】

昭和24年3月31日

昭和30年4月1日

日
日

１
１
月
月
４
４
年
年
９
９
成
成
平
平宮城県公立学校教員

宮城県教育研究所員併任

(昭和33.3.31まで）

教育調査研究事務嘱託

(昭和39.3.31まで）

宮城県教育庁指導主事

(昭和42.6.30まで）

宮城県公立学校教員を退職

平成11年4月1日

昭和33年4月1日

昭和39年4月1日

平成15年3月31日

昭和42年6月30日
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第50回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協

議会（徳島大会）にて、記念講演「全国病

弱虚弱教育研究連盟50年を振り返って」

を行う加藤安雄先生（2009年11月20日）
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横浜市心身障害児就学指導委員会委員長

横浜市通級学級検討委員会委員長

横浜市心身障害児指針（20年後の在り方）検

員会委員長

川崎市総合教育センター運営委員会委員

川崎市心身障害児適正指導委員会委員

東京都目黒区心身障害教育推進委員会委員長

東京都目黒区登校拒否検討委員会委員長

日本盲聾者を育てる会理事長

日本病弱教育史研究会会長

日本特殊教育学会常任理事

全国病弱虚弱教育研究連盟顧問

日本育療学会会長他

検

【表彰】

平成10年12月9日文部大臣表彰

（特殊教育百二十年記念教育

功労）

平成18年12月20日財団法人障害児教育財団辻

村賞

平成19年12月6日総理大臣表彰

（｢アジア太平洋障害者の十年

（2003～2012年)」中間年記

念障害者関係功労者）

討委

【学会・関連団体・省庁等役職歴】

文部省・特殊教育諸学校の教育課程の基準の改善

等に関する委員

文部省・学習指導要領解説書作成委員主査

文部省・養護・訓練の手引き作成委員主査

文部省・病気療養児の教育に関する調査研究協力

者主査

厚生省・長期療養児の心理的問題に関する研究委員

神奈川県児童福祉審議会委員

神奈川県総合福祉政策委員会部会長

神奈川県障害児就学指導あり方研究会会長

神奈川県養護学校再編整備検討委員会副会長

神奈川県心身障害児教育あり方研究協議会副会長

神奈川県立第二教育センター運営協議会副会長

神奈川県就学指導委員会川崎地区就学指導委員会委員

神奈川県|境害者施策推進協議会副会長

横浜市教育委員会顧問

【主な著書】

学業不振児の研究宮城県教育研究所

学級集団・境界線児宮城県教育研究所

特殊教育事典第一法規出版

特殊教育指導事例集第一法規出版

情操教育の実際明治図書

講座心身障害児の教育（全5巻）明治図書

双書養護・訓練（全7巻）明治図書

障害児教育事例集東京法令出版

特殊教育の研究金子書房

精神薄弱特殊学級経営ハンドブック 日本文，精神薄弱特殊学級経営ハンドブック 日本文化科学社

特殊教育の適正就学ハンドブック慶応通信他

日本病弱教育史自費出版他
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偉大な先輩の後を弓|き継いで

～加藤安雄先生の思い出～

日本育療学会顧問山本昌邦

私が加藤先生に初めてお会いしたのは、私が文部省（現「文部科学省｣）に赴任した昭和54年4月で、

養護学校教育の義務制が施行された時でした。当時、加藤先生は横浜国立大学教育学部教授として、教

育課程の基準の改善に関する調査研究協力者（文部省）をはじめ、対外的にも様々な分野で幅広くご活

躍されていました。加藤先生はかつて文部省で初代の病弱教育担当調査官を務められ、法令の改正、教

育制度の改革や学習指導要領の制定など病弱教育の基盤づくりに貢献されました。私は3代目の病弱教

育担当調査官として勤務していましたが、養護・訓練（現「自立活動｣）のあり方をはじめ、様々な事

柄について加藤先生からご指導いただきました。

平成6年4月、私は定年退職された加藤先生の後任として横浜国立大学教育学部（現「教育人間科学

部｣）の教員となり、加藤先生が担当された授業科目を引き継ぐことになりました。また、平成14年4

月から4年間は附属養護学校（現「附属特別支援学校｣）の6代目校長を兼務しましたが、加藤先生は

既に同校の初代校長を務められ附属学校としての学校経営の基礎を築かれました。

ところで、病弱教育に関する緊急の課題の解決などを目指した学会の創設が強く求められるようにな

り、平成6年5月に病弱教育の新たな学会として旧本育療学会」が設立され、加藤先生が会長に就任

されました。私は当初から理事として学会の運営に関わっていましたが、加藤会長の強力なリーダー

シップにより学会は会員の増加や事業の拡大など順調に発展を遂げてきました。 ところが、役員の高齢

化、事務所が個人宅に置かれたことによる負担、安定した財源確保の困難さなどの深刻な問題が解決に

至らず、学会の円滑な運営が難しい状況となったため、平成16年3月に加藤会長の提案で10年間にわた

る学会を解散することになりました。しかし、病弱教育に関する学会が必要であることには変わりがな

く、病弱教育関係者の強い要望と熱意によって平成16年6月に「日本育療学会」を再度設立し、私が初

代理事長に選任されて加藤先生が築き上げられた業績を新学会が引き継ぐことになりました。

このように、私は病弱教育界の偉大な先輩である加藤先生の後を引き継ぎながら今日に至っています

が、加藤先生の思い出として最も脳裏に残っているのは、その記憶力の素晴らしさと弁舌さわやかな迫

力あるお話の仕方です。講演や挨拶などでは予定の時間を超えてお話されることもありましたが、加藤

先生の頭の中には皆に話したいことが山のように詰まっていたのではないだろうかと推察しています。

終わりに、我々会員が日本育療学会の発展のため地道に努力することが偉大な先輩の労に報いること

になると考えています。加藤先生のご冥福を心からお祈りいたします。

－3－



鯛特集

｢病弱教育と発達障害」 を組むにあたって

和歌山大学教育学部武田鉄郎

近年、病弱教育の対象疾患は多様化している。

従来の喘息や腎臓疾患などの慢性疾患、白血病な

どの小児がんに加えて、不登校を伴い医療を必要

とする心身症や不安障害等情緒及び行動の障害が

増加している。

鈴木･武田･金子'）は、全国の特別支援学校（病

弱）中学部、高等部を対象にして不登校状態を経

験し在籍している生徒の実態調査を行っている。

調査結果から特別支援学校（病弱）中学部、高等

部在籍の1901人中808人（42.5％）の生徒が不登

校状態を経験しており、そのうち217人（11.4％）

に発達障害が併存していることが明らかになっ

た。発達障害の中ではアスペルガー症候群が

39.2％と最も高い割合を占めた。入院した時に始

めてアスペルガー症候群として診断されたケース

も多くみられた。アスペルガー症候群は見つけら

れにくく、学校で支援されることのないままいじ

めにあったり、疎外されたりする経験を通して不

登校になってしまうケースの多いことが推察でき

る。このように、不登校や発達障害で特別支援学

校（病弱）に在籍する者の割合が多い。一方で発

達障害や不登校は「本来の病弱教育の対象ではな

い」 とする自治体があり、特別支援学校（病弱）

の統廃合が進んでいる現状もある。

発達障害の子どもは、多動であることや対人関

係の困難さなどの特性から集団生活の中で「生き

にくさ」を経験している。発達障害の領域では、

二次障害とは発達障害特性と周囲の人との関係性

の中で生じる心身症や行動･精神面の合併症を意

味することが多い。宮本2）は、精神医学的には、

発達障害領域における二次障害の中心は、スト

レッサーに反応して生じるストレス関連性障害

(急性ストレス反応、適応障害、心的外傷後スト

レス障害等）であると述べている。身体症状とし

て出てくる場合は、頭痛、めまい、チック、過換

気症候群、過敏性腸症候群などがあげられる。病

弱の特別支援学校には、 これらの身体症状を呈し

て心身症、自律神経失調症などの診断を受け、転

学してくる子どもが多い。また、行動上の問題と

しても、ひきこもり、不登校、拒食などの個人内

にとどまる行動上の問題や、周囲に迷惑を及ぼす

暴力、非行など攻撃的、非行的行動を呈し、重篤

化した反抗挑戦性障害、行為障害の診断名で転学

してくる場合もある。これらは、 ICD-10では、

｢精神及び行動の障害」にカテゴライズされるも

のである。

不登校の支援にあたっては、齋藤情田3)、齊

藤4）による多軸的な評価システムによる支援と

治療モデルを用いることが有効である。このモデ

ルでは、 5つの軸により不登校を捉えている。

第1軸はその児童生徒が持つ背景疾患の診断で

ある。不登校を症状の1つとする子どもの精神状

態に関して、それが病理的であるのか、どの疾患

概念が適用されるのかを評価し、それを医学的診

断として明確にする。たとえば、適応障害、不安

障害、気分障害などが背景疾患の主なものであ

る。

第2軸は発達障害の診断である。不登校の背景

に、第1軸の精神疾患とは別に発達障害が認めら

れる場合も少なくない。その主たるものは、

ADHDやアスペルガー症候群、軽度の精神遅滞な

どである。

第3軸は不登校出現様式による下位分類の評価

である。不登校が始まるまでの学校や友人関係に

おける対処法から過剰適応型、受動型、衝動統制

未熟型など適応姿勢の特徴で分類したものであ

る。タイプごとに必要となる支援のスタイルは異

なってくる。

第4軸は不登校の経過に関する評価である。不

登校の経過のどの段階にあるかに応じて周囲の関

－4－
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わり方を変えていく工夫が必要となる。

第5軸は環境の評価である。家族の状態、 ライ

フイベント、学校の特徴、いじめの有無、地域の

支援体制などが評価対象となる。

この5つ多軸的評価をベースにおいて、各専門

家が支援チームを構築し、連携を図りながら支援

していくことが重要である。

今回の「病弱教育と発達障害」の特集では､｢不

登校を伴い医療を必要とする心身症や不安障害等

の情緒及び行動の障害」のうち、背景疾患に発達

障害のある児童生徒を対象として、その現状や子

どもの理解と支援・指導のあり方に関して教育、

医療、心理学の各分野の視点から報告する。

最初に筆者が特別支援学校（病弱）の不登校等

で発達障害のある児童生徒数について報告する。

医療現場からは、石崎優子氏が心身医学、心療内

科の立場から発達障害と二次障害の理解のポイン

トを解説する。教育現場からは、長年にわたり自

立活動の領域でストレスマネージメントの指導を

行っている児島公子氏と提案・交渉型アプローチ

をベースに指導・支援を行っている畑香織氏から

実践報告をいただく。そして、最後に植木田潤氏

から臨床心理の立場からの報告をいただく。

ご多用中にもにもかかわらず玉稿をお寄せいた

だいた先生方にこの場を借りて厚く御礼申し上げ

る次第である。
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特別支援学校（病弱）に在籍している

発達障害のある児童生徒の現状

郎
子

和歌山大学教育学部武田鉄

新潟県立高田特別支援学校武田陽

全国の特別支援学校（病弱）におけるLD・ADHD等で適応障害のある児童生徒数

に関する実態を明らかにすると共に、2002年、 2005年、 2012年の調査結果との比較

を通してその変化を考察した。適応障害のある児童生徒数は、全児童生徒数の30.5％

で、小学部では15.5％、中学部では38.1％、高等部では37.5％であった。LD・ADHD

等で適応障害のある児童生徒数は、全児童生徒数の22.4％で、小学部では12.0%、中

学部では27.2％、高等部では27.7％であった。特別支援学校（病弱）中学部・高等部

における発達障害の診断のある在籍生徒の割合の推移について、2002年、2005年、

2012年の調査結果を比較したところ、中学部においては、 2002年と比較して2005年

には1.8倍に、2012年には4.5倍に増加していた。高学部においては、2002年と比較し

て2005年には3倍に、 2012年には12倍に急増していることが明らかにされた。特別

支援学校（病弱）は、二次障害を併せ持つ発達障害のある児童生徒の学びの場として

変容してきていることが推察された。

キーワード：発達障害の二次障害、不登校、心身症、適応障害、特別支援学校（病弱）

について（報告)」の中で「学習障害(LD)、注

意欠如・多動性障害(ADHD)等の児童生徒につ

いては、周囲との人間関係がうまく構築されな

い、学習のつまずきが克服できないといった状況

が進み、不登校に至る事例は少なくないとの指摘

もある」 と述べ、LD・ADHD等の二次障害とし

ての不登校の可能性を明確に記述している。

本論文では「適応障害」を「ある社会環境にお

いてうまく適応することができず、様々な心身の

症状があらわれて社会生活に支障をきたすもの」

と定義し、学校においては主に「不登校」等の症

状としてあらわれるもの3)として定義する。また、

発達障害を基本障害として、心身症、適応障害、

不安障害、気分障害、反抗挑戦性障害などの診断

や状態があり、 日常生活に困難をきたしている場

合を二次障害と呼ぶことにする。

本稿においては、全国の特別支援学校（病弱）

におけるLD･ADHD等で適応障害のある児童生

徒数に関する実態を明らかにすると共に、 2002

年、 2005年、 2012年の調査結果の比較を通して

I はじめに

発達障害のある人は、多動であることや対人関

係がうまくいかないなどの障害の特性から集団生

活の中で「生きにくさ」を経験することが多い。

その辛い体験がトラウマとなり、さらに不登校や

ひきこもりになるケースも少なくない。齋藤1)

によれば、不登校．ひきこもりの4分の1は、発

達障害のある人々であるとしている。また、 これ

までの不登校支援は、発達障害の関与しないもの

を前提として考えられてきたものであるとしてい

る。

発達障害者支援法では､「自閉症、アスペルガー

症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意

欠如・多動性障害その他これに類する脳機能の障

害であってその症状が通常低年齢において発現す

るものとして政令で定めるもの」 と発達障害が定

義されている。本稿では、以下、発達障害を｢LD･

ADHD等」 と表記する。

文部科学省2）は、 「不登校問題に関する調査研

究協力者会議」の「今後の不登校の対応の在り方
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その変化を考察することを目的とする。 次障害の「適応障害」に類する診断名のみが記載

されるケースが少なくないことから、今回は

｢LD・ADHD等の診断を受けている」 「LD･

ADHD等の診断を受けていないが、医師からその

可能性を指摘されている」に加え、 「LD・ADHD

等の診断を受けていないが、担任から見てその可

能性が感じられる」の3つの判断のための段階を

設けて、調査を行った。本論文では、医師の診断

のある児童生徒のみを対象として報告する。

LD・ADHD等で適応障害のある児童生徒が在

籍する学校数は、全体では53校（84.1％）あり、

小学部では30校（47.6％)、 中学部では49校

(79.0％)、高等部では34校（70.0％）であった（表

1）。また、適応障害のある児童生徒数は、全体

で913人（30.5％)、小学部では151人（15.5％)、

中学部では351人（38.1％)、高等部では411人

(37.5％）であった（表2)｡LD・ADHD等で適応

障害のある児童生徒数は、全体で671人（22.4％)、

小学部では117人（12.0％)、中学部では251人

(27.2％)、高等部では303人(27.7％）であった（表

2)。 これらの児童生徒のうち、 自宅から通学し

ている者の人数は、小学部では74人、中学部では

155人、高等部では275人、全体では475人であっ

た（表2)。

Ⅱ調査の方法

質問紙郵送・回収方式によるアンケート調査を

実施した。調査対象は、全国の特別支援学校（病

弱）85校（分校を含む）の小学部・中学部・高等

部である。調査は、 2012年9月から10月に実施

した（2012年9月1日現在での状況を記入)。調

査内容は、 「LD･ADHD等で適応障害のある児童・

生徒の在籍状況、教育課題等」である。在籍数に

ついては人数を、教育課題等については、 自由記

述で回答を求めた。

Ⅲ結果

全国の特別支援学校（病弱）85校中63校から回

答を得ることができ、 73.3％の回収率であった。

1.LD・ADHD等で適応障害のある児童生徒の

在籍状況

全国の特別支援学校（病弱）におけるLD･

ADHD等で適応障害のある児童生徒の在籍状況は

表1、表2のとおりである。

なお、特別支援学校く病弱＞への転入の際、診

断書には、LD・ADHD等の診断名ではなく、二

表1 LD・ADHD等で適応障害のある児童生徒が在籍する学校数

適応障害のある児童生徒が

在籍する学校

LD、ADHD等で適応障害のある

児童生徒が在籍する学校数
全学校

小学部

中学部

高等部

全体

63

62

48

63

ジ
ン
ン
ン

６
７
０
９

５
０
５
８

５
８
７
８

く
く
く
く

５
０
６
６

３
５
３
５

ジ
ン
ジ
ン

６
０
０
１

７
９
０
４

４
７
７
８

く
く
く
く

０
９
４
３

３
４
３
５

＜ ＞内は全学校数における割合（％）を示す

表2 LD･ADHD等で適応障害のある児童生徒数

全児童

生徒数

LD、ADHD等で適応障害のある

児童生徒数
適応障害のある児童生徒数

（463）

（508）

（838）

(1809）

ｊ
の
切
り

４
２
７
６

７
２
３
６

／
１
く
く
く

小学部

中学部

高等部

全体

117（74）

251 (155)

303（275）

671 （475）

973

922

1095

2990

151

351

411

913

＜15．5＞

＜38．1＞

＜37．5＞

＜30．5＞

＜12．0＞

＜27．2＞

＜27．7＞

＜22．4＞

（ ）内は通学生、 ＜ ＞内は全児童生徒数における割合（％）を示す
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育療

全児童生徒について、医師からの発達障害の診

断があった者を調査した結果、アスペルガー症候

群152人（22.7％)、ADHD78人(11.6%)、高機能

自閉症42人（6.3％)、LD33人(4.9%)、その他の

障害366人（54.5％）であった。その他の障害名

については、広汎性発達障害63人、自閉症10人、

軽度知的障害2人などであり、その他は未記入で

あった。

の調査によるものである。 「医師からLD・ADHD

等の診断を受けている」ケースの児童生徒数のみ

を2005年度、2002年度の調査と比較したものが

表3である。小学部については、今回が初めての

調査であり、2002年、2005年のデータはない。

全体では2002年の4.3％から2005年の90％へ、そ

して2012年には22.4％と大きな増加が認められ

た。中学部では2002年の6.1％から2005年の10.9％

へ、そして2012年には27.2％に、高等部では2002

年の2.3％から2005年の7.0％へ、そして2012年に

は27.7％へと著しい増加が認められたことが明ら

かになった（表3)。

2．特別支援学校（病弱）におけるLD・ADHD

等で適応障害のある在籍児童生徒数の2002

年、2005年、2012年の調査結果の比較

特別支援学校（病弱）におけるLD･ADHD等

で適応障害のある在籍児童生徒数の2002年、

2005年、2012年の調査結果の比較を行った。

2002年、2005年のデータは、鈴木・武田．金子4）

Ⅳ考察

図1は、前掲した表3のLD･ADHD等で適応

障害のある児童生徒数及びその割合の比較から、

表3 LD･ADHD等で適応障害のある児童生徒数及びその割合の比較

LD・ADHD等で適応障害のある

児童生徒数

小学部 2012

2005

2002

973

調査未実施

調査未実施

151＜15．5＞ 117＜12．0＞

中学部 2012

2005

2002

922

626

589

351＜38．1＞

322＜51．4＞

272＜46．2＞

251＜27．2＞

68＜10．9＞

36＜6．1＞

高等部 2012

2005

2002

1095

571

517

411＜37．5＞

264＜46．2＞

200＜38．7＞

303＜27．7＞

40＜7．0＞

12＜2．3＞

全体 2012

2005

2002

2990

1197

1106

ン
ン
ン

５
Ｏ
７

Ｑ
Ｑ
２

３
４
４

く
く
く

３
６
２

１
８
７

９
５
４

671＜22．4＞

108＜9．0＞

46＜4．3＞

（ ）内は通学生、＜ ＞内は全児童生徒数における割合（％）を示す

図1 特別支援学校（病弱）中学部・高等部における発達障害の診断のある在籍生徒の割合の推移
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特別支援学校（病弱）の中学部と高等部における

LD・ADHD等で適応障害のある児童生徒数の割

合のみを抽出して、 2002年、2005年、 2012年の

推移を比較したものである。

中学部においては、 2002年には全体の6.1％

だったものが2005年には10.9％と1.8倍に、 さら

に2012年には27.2%となり、 10年間で4.5倍に増

加している。高学部においては、2002年には全体

の2.3％だったものが2005年は3倍の7.0％に、

2012年には12倍の27.7％に急増している。このよ

うな状況においては、各学校から回答された教育

課題についてもLD・ADHD等で適応障害のある

児童生徒の対人関係の構築等の指導・支援に関す

る内容がかなりの割合を占めていた。

今回の調査で明らかにされた通り特別支援学校

(病弱）において、LD・ADHD等で適応障害のあ

る児童生徒数が急増した要因を以下に考察する。

要因の一つとして、昨今社会的にも教育的にも

発達障害の問題への注目度が高まり、診断される

ケース数自体が単純に増加したことが挙げられよ

う。鈴木･武田･金子4)は、全国の特別支援学校(病

弱）中学部、高等部を対象にして不登校状態を経

験し在籍している生徒の実態調査を行った結果、

発達障害が併存している生徒が多数在籍している

ことを明らかにしている。同様に、八島猛・栃真

賀透・植木田潤・滝川国芳・西牧謙吾5）も実態

調査を実施し、医学的診断名等の分析結果から、

特別支援学校（病弱）には、精神疾患等とその他

の疾患、複数の精神疾患等を併せ持つ児童生徒が

多数在籍していることを明らかにしている。そし

て、精神疾患等の重複状況に着目した場合、広汎

性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠如・多

動性障害、学習障害、高機能自閉症など、いわゆ

る発達障害に該当する医学的診断名が上位を占め

ていることを明らかにしている。

一方で、不登校状態や精神疾患等のため生徒が

入院してくるが、入院した時に始めて発達障害と

して診断されたケースが多くみられ、発達障害の

中でもアスペルガー症候群が39.2％であり、最も

高い割合を占めた4)。アスペルガー症候群は発見

されにくいため、学校で支援されることのないま

まいじめにあったり、疎外されたりする経験を通

して不登校になってしまうケースが多いものと推

察できる。このような二次障害を併せ持つ発達障

害のある児童生徒に対して、特別支援学校(病弱）

が学びの場としての門戸を開いていることが推測

される。

特別支援学校（病弱）は、ほぼ病院に隣接・併

設している。特別支援学校（病弱）には、感染症

に罹患している児童生徒や免疫力低下の児童生徒

が在籍していることが多く、感染の問題等を理由

として自宅からの通学は許可されなかった歴史的

経緯がある。しかし、児童生徒数の減少や発達障

害支援や二次障害支援を中心とした地域のニーズ

に対応していく必要性が高まり、その過程で自宅

から通学する児童生徒を受け入れる学校が増加し

てきたものと考える。

前掲の表2で示したLD・ADHD等で適応障害

のある児童生徒数のうち自宅通学生の数は、中学

部が155人となっているが、割合を計算するとこ

れはLD・ADHD等で適応障害のある児童生徒数

の62％にあたる。同様に高等部における自宅通学

生数は275人でLD・ADHD等で適応障害のある児

童生徒数の91％にあたる｡特別支援学校(病弱)が、

地域に開かれた特別支援学校として変化してきて

いることが推察される。
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蝿医療の現場から

発達障害と二次障害の理解のポイント

関西医科大学小児科学講座石崎優子

近年、医療や教育の現場で小児の発達障害が注目されているが、未だその病態や特

性が十分に理解されているとは言えず、医療と教育の間でき共通の知識基盤が確立さ

れているとは言い難い。発達障害児の多くは、周囲の人が適切な知識を持って特性に

配慮した対応を行うことにより、学校や社会への適応が良好となる。本稿では現在注

目されている主要な発達障害である注意欠陥多動性障害、学習障害、 自閉症スペクト

ラム障害の概要、ならびにその代表的な二次障害である不登校について概説する。

キーワード：注意欠陥多動性障害、学習障害、自閉症スペクトラム障害、二次障害、不登校

る神経生物学的な状態をいう。

2)．症状

主要な症状は、①多動性（落ち着きなくあちこ

ち立ち歩く、座っていても体の一部が動いてい

る)、②衝動性（抑制力が低くちょっとした刺激

で興奮しやすい)、③不注意（注意集中が続かな

い、ぼーつとしている）であり、それらがさまざ

まな程度で組み合わさっているl)。

3）．治療と対応2）

治療はまず非薬物療法から開始し、効果が不十

分な場合には薬物療法を行う。非薬物療法として

は、児の発達特性に合わせた生活環境の調整や対

応の仕方（指示の出し方●叱り方・課題の出し方

など）の指導がある。非薬物療法を試みても効果

が不十分な場合には、児が6歳以上であれば薬物

療法の導入を検討する。現在日本では徐放性メチ

ルフェニデートとアトモキセチンの2薬が承認さ

れており、一方の薬物を第一選択に、そしてその

効果が不十分な場合に他方を用いることとしてい

る3)｡

I．はじめに

医療や教育の現場で発達障害が注目されている

が、その発達特性が十分に理解されているとは言

えず、対応法に関する知識も普及しているとは言

い難い。小児科の臨床現場では早期発見・早期診

断そして早期介入の重要性が問われているが、実

際には二次障害としての身体症状や不登校を呈し

ての受診も少なくない。発達障害児の多くは、周

囲の人が基本的な知識を持って対応したり、

ちょっとした工夫をしたりすることにより、特性

を生かして社会に適応することも可能になると考

えられる。本稿では現在注目されている主要な発

達障害である注意欠陥多動性障害、学習障害、 自

閉症スペクトラム障害と二次障害としての不登校

について概説する。

Ⅱ、最近話題となっている発達障害

現在、発達障害は、盲聾、知的や身体的に重症

から軽症まで幅広い範囲を含めた広い範囲の問題

を含んでいるが、ここでは発達障害者支援や特別

支援教育などで話題となっている3つの問題につ

いて述べる。

1．注意欠陥多勤性障害

1）．概念

学校、家庭及び社会的場面が様々に組み合わさ

れた場所で発生する“発達段階に比して不適切な

レベル”の不注意、多動性及び衝動性を特徴とす

2．学習障害

，）．概念

何らかの中枢神経系の障害により、認知の過程

で傷害され、知的な障害はないが、読む、書く、

話す、聞くなどの特定の学力の障害をきたすもの

をいう4)｡
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示は避けて具体的な内容を伝える、見通しを立て

る、予定を簡単に撤回しない、指示は言葉に加え

て視覚情報を交えて伝えるといったものがある。

児が成長すれば、周囲の環境調整だけではなく、

児に対するソーシャル・スキル・ トレーニングも

行う。

薬物療法は、未承認薬を二次障害や易刺激性に

対して用いられることがある。このうち現在2薬

物の治験が進行中であるが、いずれも易刺激性を

軽減するものであり、 自閉症を治すものではない

ことを知っておく必要がある。

2)．症状

読み書きができないこと、極めて不器用である

こと、数が理解できないことなどにより、低学力

が主な問題となるが、 コミュニケーションスキル

が稚拙なことによって社会性や行動面に支障が及

ぶこともある。

3)．対応

児の発達の特性に併せた学習（個別教育計画）

やコミュニケーションの指導を行う。視機能訓練

や作業療法といった療育や訓練を行うこともある

が、学習障害に対する薬物療法はなく、あくまで

も主役は教育である。

Ⅲ、主症状の他に知っておくべきこと

1．感覚過敏と鈍麻

発達障害の主症状ではないが、発達障害児にみ

られやすく、 日常生活に大きくかかわっている問

題として、感覚の障害（過敏・鈍磨）が挙げられ

る。その中でも聴覚過敏は頻度が高く、ある特定

の音、ざわざわした音、大きな音を怖がるといっ

たものがある。視覚過敏としては特定の色、刺激

が多すぎると辛さを訴える、味覚過敏としては極

端な偏食、触覚過敏としては偏食や人に触れられ

ると痛いと感じる、などがある。これらの感覚過

敏への対応は、避けられるのであれば避けるが基

本である。刺激の回数を増やして慣らす、 という

問題ではなく、そのような経験がかえって恐怖体

験となり逆効果になりうることを知っておく。

逆に感覚鈍磨のある場合もある。痛覚鈍麻のある

場合には、骨折したりぶつかって血を流していた

りしても本人は痛みを訴えないことがあるので、

周囲の注意が必要である。

2． こだわり

こだわり、自分のルールへの固執に対してどう

対応するのか、 も保護者の困りごととして挙げら

れることが多い。こだわり行動はなくす．禁止す

るよりもこだわりのもとになる不安をつきとめ、

徐々に不都合の少ないものにかえていくようにす

る。こだわりを取り上げおうとするとかえって強

化してしまう場合もある。

3．二次障害

発達障害の症状としばしば混同されてしまうも

3． 自閉症スペクトラム障害(ASD)

1)．概念

ASD5)は、社会的交流、 コミュニケーション、

想像力の問題が生涯にわたって継続する一群であ

る。2013年に改訂された米国精神医学会のDSM-

56）では、診断名を改訂し、知的障害を伴い言葉

のコミュニケーションの乏しい従来のカナー型自

閉症から対人間のニュアンスのとりづらいアスペ

ルガータイプまでを含む、幅広い広い概念となっ

ている。

2)．症状

対人社会における問題として、言語性．非言語

性コミュニケーションの障害、コミュニケーショ

ンの質的な障害（例：字義通りの理解、冗談を解

しない、など)、人との適切な社会的境界線を理

解できない、一方的なやりとりになって対人相互

関係を築くことが難しいといったことがある。抽

象的な思考が苦手であり、 自分のルールに固執し

たり、 こだわりが強いことが多い。またしばしば

感覚過敏を伴い、聴覚過敏により多人数の教室を

苦痛に感じたり、偏食や匂いに過敏で給食の時間

にその場にいられないといったこともある。

3)．治療と対応

児の発達特性に併せた指導や療育を行う。発達

障害全般にいえることではあるが特にASDに関し

ては非常に広い概念となっており、 「ASD児はこ

の対応」 という1対1対応ではない。どの児にも

ほぼ共通して使える項目としては、あいまいな指
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のに、二次障害がある。元々ある発達特性を二次

障害と勘違いしてしまったり、二次障害を恐れる

あまり、小児期の経験すべきさまざまな機会から

児を遠ざけたりする保護者も見られるので、発達

特性、併存症、二次障害は分けて考える必要があ

る（表1） 7)。

ASD児が不登校になりやすい理由を表2にあげ

る。

表2．高機能自閉症スペクトラム障害児が不登校

になりやすい理由

■同年代の集団への参加が難しい

■教室のルールに併せるのが難しい

■感覚過敏のため、教室に入りづらい

■行くのが当たり前、 という常識

■自閉症スペクトラム障害児が通じない

■いじめの対象になりやすい

■学業上の困難さを合併することが多い

■記憶が鮮明で不快感・不安が反復しやすい

■一見して障害がわからないため特性が理解され

にくい

表1 ．発達障害の発達特性、併存症、二次障害7）

1．発達特性（脳の機能による問題）

注意集中の困難

他者の意図が読みづらい

2．併存症（合併する問題）

注意欠陥多動性障害、学習障害、広汎性発達

障害それぞれが併存症

強迫性障害

チック

2．二炊障害（発達障がいが元で起こる問題）

行動上の問題

精神面の問題

身体面の問題

ASD児は予定外のことに対応が難しく往々にし

て興味の偏りがあるため、同年代の集団に入りに

くい。感覚過敏により大きな音、ざわざわした音

を怖がったり、時には“痛い”と感じたりするこ

ともあり、騒々しい教室に入りづらい。また周囲

の児とは一風変わった言動により、いじめの対象

になりやすく、一度経験した不安や恐怖を反復し

やすい。さらに知的障害のない高機能ASD児の場

合、一見して児の持つ困難さは周囲からわからな

いため、理解されにくい。

高機能ASD児の不登校はしばしば遷延する。そ

の理由として、上述のように一見して困難さが理

解されにくいため、“わがまま”や“気持ちの持ち

よう”といった誤解をされやすいことがあげられ

る。また不登校になる以前に、たびたび暴言暴力

やいじめ体験を経験しており、対人関係を被害

的、迫害的に読み取るようになる。ASD児はしば

しば記憶が鮮明で恐怖の経験は長く続きやすく、

一旦いじめを経験すると後々まで記憶が残りやす

く対応に苦慮することもある。

3.ASD児の不登校への対応のポイント

ASD児の不登校への対応における留意点は、発

達の特性を押し込めて周囲と同調させることでは

なく、特性を生かしつつ集団に適応することを目

標とする。保護者には「大多数の人と同じで、 と

発達障害の発達特性は持って生まれたものであ

り、それに合わせた配慮をすべきものであるが、

二次障害は予防できる・すべきものであることを

支援者は認識しておく。

Ⅳ、発達障害と不登校

発達障害児の二次障害のうち、小・中学校で見

られることの多いのが不登校である。特に最近、

不登校児におけるASDの合併が注目されている。

1．頻度

発達障害専門機関ならびに小児科医療機関の報

告では不登校児における発達障害の合併は

40-50％、 うちASDが25-40%と効率である8-10)。

実際、小学校低学年では、教室から飛び出す、衝

動的な行動で他児とトラブルを起こす、 といった

主訴で受診する注意欠陥･多動性障害児やASD児

が多いが、学年が上がるにつれて、不登校や身体

の不定愁訴を主訴に受診する注意欠陥障害児や

ASD児が増える印象がある。

2．ASD児が不登校になりやすい理由
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いうよりその子が学校に参加できる方法を探しま

しょう｣、学校関係者には「人と同じように扱う

ことが平等ではないはず。その子が登校しやすい

環境を準備しましょう｣、 「発達の偏りなのか二次

障害なのか心理的問題なのかを詳細するよりも、

どう対応するかが大切です」 と説明する。

ASD児の学習の支援のポイントを表3に示す。

知的水準の高い児の場合、得意分野では高得点を

取るものの、苦手な分野やコツがわからない場合

には回答を書くことすらできない場合がある。そ

のような児に対して、 「わがまま｣、 「反抗的｣、 「怠

惰」 といった見方をしてはならない。

4．不登校の経過

ASD児においては、不登校の原因が明確な場合

(例：聴覚過敏で苦手な音のする教室に入れない、

言われたくないことをしつこく言う子がいる、な

ど)、その原因を取り除くと長期の不登校の後で

もすんなりと再登校することがある。その理由は、

定型発達児の神経症的不登校のように‘‘一定期間

行けなかったこと”に対する葛藤が少ないからと

考えられている。したがって定型発達児の不登校

に対する 「登校刺激を控えて見守る」 という関

わりは、不適切であり、登校できない原因を明ら

かにし、その対応を考案することが大切である。

V、 まとめにかえて

発達障害児の学校や家庭における支援におい

て、医療者と教育関係者との連携が求められてい

る。両者の連携の基礎は知識の共有基盤を持つこ

とであり、それをもとに地域の発達障害児への対

応をともに考え、協力して支援することが望まれ

る。
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鯛教育の現場から

ストレスマネジメントの取組

クラスで育てるソーシャルスキル

～みんなのこころをやわらかく～

京都教育大学附属特別支援学校児島公子

病弱特別支援学校及び身体虚弱特別支援学級には、発達障害のある子どもが心身症

や適応障害等で在籍しており、現在、在籍する子どもの中で、その割合が最も多く

なっている。C市立D特別支援学校も例外ではなく、発達障害の二次障害を抱えてい

る子どもたちが多く在籍している。そこで、発達障害の特性のある子どもに対する支

援について、自立活動の時間を中心に実践研究を進めてきた。本稿では、小学部で実

践したストレスマネジメントの取組とその効果について述べる。

キーワード：心身症、発達障害、不登校、 ソーシャルスキル、コミュニケーション

はじめに

C市立D特別支援学校は、病気で入院している

子どもが治療を受けながら安心して教育が受けら

れるように、C市が設置している病弱の特別支援

学校である｡特別支援学校のセンター機能として、

病気やけがで入院している子ども、心や体の不調

を訴えて学校を休みがちな子どもを支えるため、

D特別支援学校に「｢育(はぐくみ)』支援センター

D」を設置し地域支援に取り組んでいる。

本稿では、発達障害があり、不登校等の二次障

害で在籍している小学部の児童を対象に、 自立活

動の時間を中心に「ストレスマネジメント」の取

組とその効果について述べることを目的とする。

る。一方で、学習の方法がわからずに困っていた

り、困っていることをうまく先生に伝えられずに

いたりする。表情や言葉で「気もち」を表現する

ことが難しく、人との距離や関係がうまくもてな

くて困っている子どもたちなのである。

さらに、入院生活などでストレスを溜めてしま

い、そのストレスをうまく発散できずにいる子ど

もも多いように感じている。

D特別支援学校小学部の児童の主な疾患と実

態（平成25年度）をまとめると以下のようになる。

表1 主な疾患

･不安障害、強迫性障害、反抗挑戦性障害、場面

鍼黙、摂食障害I D特別支援学校の子どもたち

私は前任校であるD特別支援学校に勤務する中

で、たくさんの子どもたちと出会い、関わり合

い、様々なことを学ぶことができた。

どの子もみんな自分の「気もち」や考えを友だ

ちに伝えたい、わかってもらいたい、仲よくなり

たい、人の役に立ちたいと、人との関わり合いや

つながりを切に求めている。また、学習してわか

るようになりたいという思いも人一倍もってい

→

･自律神経失調症、起立性調節障害

･肥満、るいそう、気管支喘息、アトピー性皮膚

炎、糖尿病など

表1のように全国病弱身体虚弱教育研究連盟の

分類でいう 「心身症など行動障害」が約8割を占
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く、その直前にあったことなのか、登校前なの

か、前日なのか、それとももっと以前のことなの

か、何かほかのことが原因だったのではないかと

いうことが見えてきた。

コミュニケーションの問題はその子どもだけの

問題ではなく、相手がいてはじめて成立するもの

である。あのときA児にとって、 B児にとって、

私が「気もちを伝えたい」 と思う相手でなかった

としたら、どうだろうか。問題の原因を相手に求

めること自体おかしなことなのである。

子どもたちとの関わりの中で、あらためて考え

させられたことがある。 「気もち」や感情を表す

言葉は実態のないとても抽象的な言葉である。言

葉を教えることはできても感情は教えることはで

きない。また、 自分は今どんな「気もち」でいる

のか、どんなときにこういう 「気もち」になりが

ちか、 自分の「気もち」の動きのパターン、傾向

を知り、どのように対処すればよいかを考えると

いう、 自分の「気もち」のメタ認知（※1）がで

きなければ、相手の「気もち」を推し量ることも

難しい。相手の感情や事の重大さに気づきにくい

と、 トラブルになり対人関係の失敗経験を繰り返

していくことになる。

対人関係を苦手とする子ども、 まわりの環境に

うまく適応できない子どもが失敗経験を繰り返す

と、将来的に二次障害や社会適応の問題を生じる

可能性がある。それらの問題を予防するという点

からも、対人関係で成功体験ができるように支援

する必要がある。また、子どもたちがふだんの生

活の中で「やった1できた！ 」 という達成感や満

足感「うれしいよ」 「ありがとう」 （よろこぶ顔、

笑顔）などの他者の反応のフィードバックといっ

た心地よい感情を「気もち」が芽生える体感によ

り、 またその感情を共有することで、言語化・意

識化させてやる必要があると感じた。そこで、子

どもたちがよりよく生きていくための取組の一つ

として、ストレスマネジメントを据えてみた。

平成25年度、 D特別支援学校小学部では年間

30時間の計画でストレスマネジメントに取り組ん

だ。次に、そのうちの8時間で取り組んだノン

バーバルコミュニケーション「気もちをじょうず

めている。小学部児童のうち8割が前籍校で不登

校であった。 これらの児童のうち、 7割が発達障

害あるいはその疑いのある児童である。

Ⅱ 「気もち」の言語化

友だちに突然、履いていた靴を投げつけたA児

に「どうして、そんなことをするの？友だちは何

もしていなかったじゃない。そんなことされたら、

どんな気もちになるの？」 と尋ねると、 「ムカつ

く 1死ね！ 」 と、さらに感情を昂らせ物を投げつ

けようとする｡やっとの思いでA児を落ち着かせ、

再度「どうして突然そんなことをしたのか」尋ね

てみても 「ムカつく」 と繰り返すだけ。ストレス

フルな状況下におかれ、A児は何があって、 どん

な「気もち」になって、だからこうなったという、

因果関係がわからなかったのかもしれない。もし

かしたら、わかっているのだけれど、伝え方がわ

からずに、伝えられなかったのかもしれない。そ

れなのに、私は「どうして？」 と繰り返し投げか

けるばかりで、その結果、A児をよけいにイライ

ラさせ、対人関係の失敗体験だけを積み重ねてし

まう結果になってしまった。私は「突然」に見え

た状況も、あとになって「突然」ではなかったこ

とが見えてきた。

B児は、 「うざい、ムカつく、死ね」の3つの

言葉を口癖のように、繰り返していた。ある日、

机の上に置いてあった鉛筆が床に転げ落ちたこと

にイライラして鉛筆を踏みつけ、隣にいた子ども

に｢お前が悪い1ムカつく ！ 」と怒鳴り、机を蹴っ

た。鉛筆が転がり落ちたのは、誰のせいでもない

ということを説明するが「死ね！ムカつく ！ 」 と

繰り返すだけ。私は、鉛筆が転がり落ちたのは誰

のせいでもない、どうしてこんな簡単なことがわ

からないのだろう、どう説明すればわかってくれ

るのだろう、そんなことばかりを考えていた。し

かし振り返ってみると、その日、 B児は登校した

ときからそわそわして落ち着きがなく 「どうした

の？何かあったの？」 と聞いても答えてくれず、

誰とも目を合わそうとしなかった。鉛筆が転がり

落ちる前から、 イライラしていたのだ。B児は鉛

筆が転がり落ちたことに、イライラしたのではな
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に伝えよう」の実践について沐くる。 援の基本だと考えるので、小集団指導で学習を進

めていく。また、発達障害のある子どもの中には

｢気もち」を考えるのが苦手であったり 「他者の

視点」が育ちにくかったりする子どもが多い。そ

こで、 ロールプレイを通してそれらの手段や方法

を学習させ、学校生活の様々な場面での般化を促

したいと考えた。

コミュニケーションの方法を指導するときに大

切なのは、子どもに上手な関わり合いができない

現状があったとしても、それは言葉の選び方や表

現のしかた、ふるまい方などのスキルを獲得して

いないからだ、 という視点で考えることである。

例えば友だちや大人に乱暴なふるまいをしてしま

う子どもに対しては「そんなことしない！ 」 と叱

るのではなく、 「こんなふうにすると気もちいい」

というふるまい方を具体的に伝えていく。どのよ

うに声をかけてよいかわからないために友だちと

遊べない子どもには声のかけ方を教える。このよ

うにして、一つひとつのスキルを身につけていく

ことが必要だと考えている。それと同時に、前述

したような心地よい感情を「気もち」が芽生える

体感により、言語化･意識化させることを目指す。

また、効果的なコミュニケーションを行うため

には言葉・声の調子・表情の三つの要素が一致す

ることを理解することも大切である。そこで全8

時間の指導計画を設定した。この中では具体的に

表情・姿勢・声の調子・身ぶり手ぶり ・態度・声

の大きさ・相手との距離のとり方について学習し

ていく。

まず学習に入る前に、話しやすく感情表現しや

すい雰囲気づくりなどの環境設定に関わる指導者

側のソーシャルスキルを向上させた上で、D版ダ

イヤグラムII (X2)や指導者用ソーシャルスキ

ルアセスメント表などを利用して実態の把握を行

い、単元全体の目標と、達成可能な個別の目標を

設定する。この目標達成に向けて、ゲームや共同

作業･ロールプレイ・ワークシート･絵カード・ソー

シャルストーリーといった学習方法を選んで取り

組んでいく。

全8時間の指導計画終了後、後に続く学習の中

では様々なコミュニケーションスキルの獲得に向

Ⅲ実践： 「気もちをじょうずに伝えよう」

1．題材について

人は他者との関わりによって他者と自分が異な

る存在であることに気づき、自分の存在を実感す

る。またロールプレイなどで他者の目を通して自

分を見ることは、自己を客観視することにつなが

る。このようにコミュニケーションやそれに関わ

る取組は、 自分をより高めていくためにも必要な

ものである。

円滑なコミュニケーションをはかる上では、言

葉によるコミュニケーション情報（バーバルコ

ミュニケーション）より、非言語コミュニケー

ション（ノンバーバルコミュニケーション)、つ

まり表情や語調、ジャスチャー、視線などの情報

のほうが大きく影響を与えることは古くから報告

されている。しかし、学校教育の中で相手にうま

く伝わる話し方について国語科で学習したことは

あっても、どんな表情で相手と話したほうがいい

のか、どんなジェスチャーがいい対人関係をつく

れるのか、などといったことをあらためて学習し

たことのある子どもは少ない。

発達に偏りのある子どもの中には、視覚的情報

の読み取りや判断が苦手な子どももおり、それに

よりトラブルが生じて友だちと上手につき合えな

くなってしまうことがある。このような傾向があ

る場合、意図的に視覚的な情報を読み取る力をつ

けていくことが必要になる。

自分の表情、身振りや視線、そして外見の様子

が相手にどのような印象を与えているか、 また相

手のそれらを適切に受け取ることができているか

は、入づき合いの上で重要な意味合いをもってい

る。このことから、主体的にコミュニケーション

スキル、 ここではとくにノンバーバルコミュニケ

ーションを学習できるように指導計画（全8時間

を設定している。

2．指導について

個別に課題のある子どもたちであるが、集団で

学ぶ楽しさや学習のおもしろさを教えることが支
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得するとどんなメリットがあるのかを具体的に説

明する。

けて、これらの学習方法を組み合わせて用いられ

るようにしていきたいと考えた。

さらに、コミュニケーションスキルは学習活

動・学習場面だけでなく、生活のあらゆる場面で

必要なものである。家庭や病院との連携を図りな

がら、各場面に合わせた周りの大人からの指導や

子どもの気づきを促すことによってもコミュニ

ケーションスキルの獲得を目指したい。

をし吟伽ら,蕊し<蹄醗礎

3．単元（題材）の目標と指導計画

【目標】

「ノンバーバルコミュニケーションによる

感情表現や感情理解の方法について知る」

・その場に合った声の大きさについて考える◎

･相手の「気もち」を表情や声の調子から読み取

る。

・自分の「気もち」を表情や声の調子で表現する。

･適切な対人距離がわかる（人になれなれしく話

しかけたり、近づきすぎたりしない)。

・目配せ、手による制止など身振りで表される意

味がわかる。

’
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導入場面く気づく＞では、本時のめあてを達成

するために、ゲーム活動を取り入れながら、楽し

く想起できるようにして、学習意欲を高めてい

く。集団が苦手な子どもも興味を示し、授業にス

ムーズに入ることができた。

つかむ☆雇澗課題鱸｡喝面遍は雛にぅ’だえよう！

…
【指導計画（全8時間） 】

第1時：いろんな「気もち」

第2時:｢気もち」カードとパズルジェスチャー

第3時：またね↑とまたね↓

「あの子は今どんな気もち？」

第4時：ちょうどいい声の大きさ

第5時： うれしさを人に伝えるには

「プレゼントの中身は？」

第6時：なぜ笑っているの？

第7時：人と話すときの距離は

「どう見えますか？」

第8時：こんなときのサインの意味は？

’

展開場面くつかむ＞では、本時の課題場面を提

示する。言葉の説明だけでは、子どもたちに十分

伝わらないことがあるので、視覚に訴える工夫を

する。

一つは手作り教材や電子黒板を使い、子どもた

ちの注意をひきつけることができた。さらに効果

的だったのがロールプレイである。指導者がソー

シャルスキルをうまく使えなかった場面をロール

【指導の流れと結果】

自立活動の時間（ソーシャルスキルについて）

の学習に入る前の、オリエンテーションではソー

シャルスキルを学ぶことの利点を伝えている。こ

れからどんなスキルを学ぼうとしているのか、そ

のスキルはどうして大切なのか、そのスキルを獲
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プレイし、ソーシャルスキルがうまく使えないと

どんなネガティブな結果が生じるかということを

客観的に捉えさせることができた。

じたときに「伝えたい」 という高揚感がわきおこ

る雰囲気、話を聞いてもらえるという安心感や、

がんばってはき出した「気もち」を受けとめても

らえるといった抱擁感など、子どもと指導者の間

の日ごろの信頼関係が重要であると感じている。

まとめの場面く知る＞では、必ずフィードバッ

クを行う。練習とフィードバックでは、こんどは

子どもたちがロールプレイをしながら適切なスキ

ルを使用する練習を行う。指導者は子どもたちの

どんなところがよかったのかを具体的に指摘しな

がらほめたり、ロールプレイを見ていた子どもた

ちにどんなところがよかったのかを問いかけた

り、子どもたち同士でもよいところを褒め合える

ようにする。

ここでも大切にしたいのは「気もち」の部分で

ある。ロールプレイの中で、ソーシャルスキルを

うまく使用できたとき、お互いがどんなふうに感

じたか、どんな「気もち」だったのかを子どもた

ちから引き出していく。そのとき、 うまく言葉に

できなくても、子どもが「うれしい」と感じた瞬

間を見逃さずに、 「これが○○さんの、 うれしい

という気もちなんだね」と、指導者が代わりに具

体的に言語化して伝え、 「気もち」のメタ認知に

つなげていく。対人関係における成功体験を積み

重ねていくことで、人間関係が改善されたり、自

信をつけたりすることができると考えている。こ

の学習を通して疑似的ではあるが、成功体験を繰

り返していくことで、その成功体験を実際のトラ

ブル場面での対処や、イライラして気もちが昂っ

たときのクールダウンの場面での振り返りでの般

ー

も

次に、ロールプレイをした指導者が登場人物と

として子どもたちの前に現れ、ネガティブな「気

もち」をうちあけ、課題場面で使用されたスキル

についての話し合いにつなげていく。ここでは、

指導者が登場人物として子どもたちの前に現れ

｢気もち」を話すということで、子どもたちが感

情移入しやすくなり、それぞれの役割を演じた人

物のどんなところがよくなかったのか、どうすれ

ばもっとよくなるのかということだけではなく、

ソーシャルスキルがうまく使えなかったとき、お

互いがどんな「気もち」だったのかということに

ふれやすかった。

また、 「気もち」にふれるときは子どもたちが

想起しやすいように、学校生活の中で日々起こっ

ているトラブルをヒントに課題場面を設定する

と、 「気もち」を感じやすくなる。 「気もち」を感

躍謎鋤R…蒲魎ワ
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化につなげることができた。

そして、 自立活動の時間（ソーシャルスキルに

ついて）で学習したことをその場限りにしないた

めに、練習したスキルは学校や家などいろいろな

場面で使用することができることを指摘し、指導

者は折に触れて練習したスキルについての話題を

出し、 日常場面でスキルを使用するきっかけをつ

くるようにしていく。 また、 まとめの場面では、

子どもたちが「ゆっくり話す時間」を必ずとるよ

うにしている。この時間では本時のふりかえりを

するだけでなく 「気もち」が昂ってきた子どもが、

過去にソーシャルスキルがうまく使用できず辛

かった体験談を話しだすことがある。そのときは、

その失敗体験に対して助言をするのではなく、指

導者も子どもたちも 「ゆっくり聞く」 ことに徹し

ていく。話している子どもに対して、「しんどかつ

たれ」「よく話してくれたね」という「気もち」で、

みんなでうなずきながら聞くということをする。

友だちの「話を聞く」 というスキルの獲得も、 こ

こでは大きな意味があると感じている。

前述したように、 コミュニケーションは相手が

いてはじめて成立するものである。ここでは､｢話

し手」 「聞き手」 という相手との相互関係の中で、

｢自分自身がコミュニケーションをとりたいと思

う相手だったかどうか」 ということに気づかされ

ていく。 「話してもいいんだ」 「ちゃんと聞いてく

れる」 という安心感の中で、自分自身をふりかえ

り、見つめ直すことができるのではないだろう

か。

ただけで、 「お前が悪い！ 」 と言ってイライラし

て暴れていた子どもが、 「きょう○○さんがよく

泣いているのは、○時間目に運動会の練習がある

からだよ。 うまくできるかどうか不安なんじゃな

いかな」 と、困っている友だちの「気もち」を話

してくれるようになっている。この取組が、自分

の「気もち」のメタ認知につながったこと、さら

に、他人の思いに共感し、 「気もち」を推し量る

ことができるようになったことは思いがけない成

果であった。

また、人間関係を円滑にするためのスキルを身

につけたり、知ったりすることだけでは、生きた

力になりにくいのではないだろうかと考えた。そ

のスキルに「気もち」が伴ってはじめて生きた力

になるということが再認識できたことも、 この取

組の大きな成果であった。

はじめに述べたように、D特別支援学校の子ど

もたちの主な疾病は心身症など行動障害であり、

それぞれの困りから、生きにくさを感じる中で心

身を患い、不登校になるという形でSOSを発信し

た子どもたちである。入院・入学後は、病院と学

校の生活の中で心身を回復させ、前籍校に復帰し

ていく。その移行支援として、前籍校に向けて自

立活動を中心とした取組、実践を発信している。

しかし、再び不適応を起こし、心身を患い再入

院･入学をしてくる子どもがいる。今後はさらに、

前籍校との連携をより密にし、登校が維持できる

ように環境を整えていく必要性を感じている。ま

た、保護者に対しても、 「｢育(はぐくみ)』支援セ

ンターD」などの地域資源を活用することで、継

続的な子どもの登校を支えていけるような働きか

けや心の支えとなる支援を充実させていくこと

が、今後の課題である。

4．考察と今後の課題

この取組全体で目指す一番大きな目標は「気も

ち」の言語化ができることである。自分が今、何

に困っていて、どういう 「気もち」なのか話せる

ようになってくると、子どもたちは見ちがえるよ

うに変わるということを、 この取組を通して実感

している。 とくに､｢辛かった｣「しんどかつた｣｢不

安だった」 「こわかった」 「腹が立った」など、聞

いている側としては否定したくなるようなネガ

ティブな｢気もち｣の部分が吐き出せるようになっ

てくると、入学時は机の上から鉛筆が転がり落ち

Ⅳおわりに

「病気や障害のある人は、病気や障害のない人

より不自由である」

数年前の私なら、尤もで当たり前のようなこの

言葉に何の疑問も違和感ももたなかっただろう。

｢この子は障害があるから、○○○はできなくて

当然」 とか、 「この子は病気だから、○○○はし

－19－



育療

なくてもよい｣、 「できないことはかわりにやって

あげる｣、それがその子にとっての支援だと考え

ていた。しかし、今は立ち止まって考えてしまう。

その子どもが「できない」 とか「不自由」だとか

いったことは、一体誰が決めるのだろうか。

D特別支援学校の子どもたちと関わる中で、改

めて気づかされたことは、子どもたちがもうすで

にもっている力の大きさである。その力の大きさ

に気づかずに、 「わからない」 「できない」 とレッ

テルを貼っていたのは、私自身だったのではない

かということである。

たとえば脳に障害がある等、何らかのハンディ

があると、それが、あることをするのに邪魔をす

る。脳の障害そのものは、医学の発展にゆだねる

ほかないかもしれない。でも私たちにできること

はある。それは子どもの周りにいる一人として、

より魅力的な環境になることである。私たちは子

どもにとって魅力的な存在になっているだろう

か。話したい、話しやすい相手になっているだろ

うか。

いつも輝いた「まなざし」を向けてもらって育

つのと、どこか陰りのある「まなざし」を向けら

れて育つのでは、魅力的な環境という意味では随

分違うのではないだろうか｡私にも覚えがあるが、

病気や障害がある子どもを目の前にして、 「どう

してあげればいいの？」 といった不安や焦りが一

杯生じるものである。でも、その不安や焦りのた

めに子どもへの「まなざし」が陰りのあるものに

なっているとしたらどうだろうか。その子ども自

身を見ているのではなく、病気や障害を見ている

ことにならないだろうか。

難しいことかもしれないけれど、不安や焦りは

同僚の先生の前だけにして、子どもには「輝いた

まなざし」を向けていられたらと思う。

注（※1）現在進行中の自分の思考や行動そのものを対

象化して認識することにより、 自分自身の認知行動を

把握すること。

注（※2）再登校及び地域社会への移行準備状況

ダイヤグラムII評価表不登校用・慢性疾患用
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■教育の現場から

提案・交渉型アプローチで育てる「相談力」

和歌山県立はまゆう支援学校畑 香織

発達障害のある子どもたちは、その固有の認知特性から周囲の環境との摩擦の中

で、不安感を大きく膨らませることがある。不安の中で身動きがとれなくなりその不

安を身体化、行動化している子どもたちにとって必要な支援は二つある。一つはその

苦しい心の内を理解し認めること。もう一つは具体的な不安回避の方法を示すことで

ある。本論文では発達障害の二次障害に陥った一人の生徒への支援の事例を通して、

発達障害の認知特性に由来する不安感をもつ子どもへの有効な支援方法について検討

を行った。子どもの心に寄り添いながらも、具体的な不安の回避方法を提案・交渉す

るアプローチは、子どもの認知の幅を広げ不安に対処するモチベーションにつながる

有効な支援方法であることが示唆された。

キーワード：発達障害の二次障害、提案・交渉型アプローチ、相談力

広げることができ、より合理的なコーピングスキ

ルを行使することが出来るようになり、 「相談力」

を見につけていくのである。 「相談力」 とは、問

題が生じた時に、まずは人との交渉のテーブルに

つき提案を受け入れる力から始まり、最終的には

困った時に人に相談することが出来るまでの力を

指す。また「相談力」の中に含まれる力として、

自分の中の物事の判断基準（尺度）の幅、出来事

や不安に対して合理的な尺度を用い対処すること

が出来るスキルのバリエーションを「解決力」と

位置づけ、これを含め「相談力」の向上を目指す。

図1は彼らが「相談力」 「解決力」を身につけ

ていく過程を段階的にあらわしたものである。

何か不安な事が生じて困り込んでしまった時、

I はじめに

発達障害のある子どもたちには、固有の特性が

あることは以前から言われている。彼らは対人関

係や集団生活、学習場面において、その認知特性

をうまく理解してもらえず、失敗経験を積み重ね

てしまうことがある。環境との間からの強い摩擦

を繰り返した結果、自尊感情はひどく傷つき、自

信を失った彼らは不安感に支配され「1つダメな

ら全部ダメだ」 と一面的な尺度で物事を捉えてし

まう。そうしてどんどん追いつめられ身動きが取

れなくなっていく。

不安や不満、ストレスに対処する技能をコーピ

ングスキルという。彼らは自然にはそのコーピン

グスキルを学ぶことは難しくバリエーションも広

がりにくい。認知特性に応じた支援を受けてこな

かった彼らの持つコーピングスキルは「学校を休

む」「身体の不調に訴える」 「暴言や暴力に訴える」

など、身体化、行動化をもってその不安や不満を

訴えることが多い。

彼らは合理的な方法に気づいていないのであ

る。彼らの中にはYESかNOという尺度しかない。

ただし、彼らに「YESとNOの間があるよ」 と提

案することで彼らは様々な尺度に気づくことが出

来る。 「提案・交渉」を繰り返す中で尺度の幅を

相談力,解決力の階段

図1 「相談力」身につける
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第1段階「不安や不満の特定と言語化」 と第2段

階「不安や不満を回避・解決」をルーティーンと

して繰り返すことで、彼らの中に第3段階「解決

の『方法』や『考え方」の獲得」のスキルを育て

る。そうしてその第3段階のスキルをもとに、第

4段階「自ら工夫して解決しようとする意欲」が

彼らの中に育ちゆくのである。

本稿では、 『提案・交渉』を繰り返す中で「相

談力」を身につけていった生徒の1事例を通して

『提案・交渉』のポイントとともにその有効性に

ついて考える。

るときの手順とポイントを記す。

1． まずは不安の整理、特定、言語化

小さな事で生じた不安や不満は、自覚できない

ままにどんどん広がり、それに苛まれ身動きがと

れなくなる。そこでまずは、ピンポイントの不安

を特定し、言語化することで彼らの不安への気付

きをサポートする。

☆仮説を用意する

出来事に対する仮説を支援者は用意しておく。

子どもがうまく言葉に出来ないとき、その仮説を

提示し、 ともに整理する中で言語化の作業を行

う。

☆事実と気持ちを分けて考える

整理がつかない状態では、事実と実感が混同さ

れていることがある。気持ちは否定せず「B君は

○○と言ったけど、Aさんは○○と思ったんだ

ね｡」 と事実と心の動きを分けて整理する必要が

ある。

☆心の動きに名前をつける、擬音やイラストを効

果的に使う

☆フローチャートや図、数値を効果的に使う

Ⅱ 『提案・交渉型アプローチ』とは

『提案・交渉型アプローチ』とは、学習や対人

関係に「行き詰まり」感の強い子どもに対して、

教師がいくつかの選択肢を提案し、交渉していく

過程で、子どもが自己選択･自己決定し､｢できる」

｢わかる」 という体験を積み重ねることであるl)。

発達障害のある子どもたちは特有の価値観や尺

度にとらわれやすい。また彼らは認知特性に起因

し、他者を見て自然に学ぶ、失敗経験から学ぶこ

とが苦手である。それゆえに自然にコーピングス

キルを獲得することは難しい。

そこで彼らが不安や不満を訴えた時に『提案・

交渉型アプローチ』を用いて、まずはその不安を

整理、特定、言語化し、その回避方略について提

案、交渉する必要がある（図2)。

2．不安の回避方略について相談、交渉する

交渉の目的は参加のためであり、支援者は交渉

の意図を見失なわないようにしたい。交渉は互い

の合意のポイントを探る道程である。合意のポイ

ントは子どもの主張の直近でも良いが、 「ではそ

れで行きましょう」 とゴーサインを出すイニシア

チブは支援者が握る。それが対等平等であるが立

場は違うということだと考える。

☆目的に立ち戻ってキャッチコピーをつける

方法は不安の回避という形をとるが、あくまで

目的は「参加」のためであるということ、それは、

自分のためにするのだということを確認する。そ

のためにどうすれば良いか、どんな自分になりた

いかをキャッチコピーにすることでより回避の目

的は「参加」であると言う事を意識化しやすくな

る。

☆見通しを示した提案

回避方略についてはいくつかの選択肢を用意す

｢不安jの正体を突き止める

回避法の
提案

言語化 交渉

合意理
定
整
精

言

‘安心.、
／ノーーー自己邇尺

’二ともに
げな｣という関係性

つ

安全

、

’ キーバーソソとともに
｢この人とならやってみようかな｣という関係性

図2 「提案・交渉型アプローチ」で不安を突き

止める

以下に子どもが不安や不満を訴えた時に、 『提

案・交渉型アプローチ』を用いて支援者が整理す
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る。支援者と彼らの両方が出来る範囲内で良い。

回避方略を示す時はその先の見通し、メリット、

デメリットを同時に示す。

☆ダメだったら考えなおせばいい

不安の回避方略について、彼らが自己選択、自

己決定したものの、やってみたら「やっぱり無理

かも」 という時がある。そんな時は再提案、交渉

をする。 「やり直せるよ」 と身の安全を保障する

事がまた、彼らの自己選択、 自己決定へのモチ

ベーションとなる。

☆好きな事、楽しい事を支えや武器に

クラブが好き、だから参加するために苦手な授

業をどう乗り切ろうか。カードゲームが好き、

だったら苦手な友達付き合いをカードゲーム形式

にしてどう攻略するか考えよう。

子ども達の好きな事、楽しい事を時に支えに、

時に苦手攻略アイテムに活用することで前向きに

解決に向かった選択ができる。

2．アセスメントから見えるそれぞれの関係性

Aさんが特別支援学校高等部に入学後9月に、

本人、母、教師がAさんに対してどのように実態

を把握しているか、ASEBAアッケンバック実証

システムに基づく評価システムを実施した。

このアセスメントは本人、親、教師それぞれの

視点から見た対象者の状態を評価でき、心理社会

的な適応／不適応を包括的に評価することができ

る。つまり評価対象者の自分で考えている自己、

親から見た自宅での姿、教師から見た学校での姿

がそれぞれの視点からとらえられ、対象者を包括

的に評価することができる。結果数値はそれぞれ

下位尺度8つと上位尺度3つに分類され正常域、

境界域、臨床域に区分される。下位尺度について

は「ひきこもり、身体的訴え、不安／抑うつ、社

会性の問題、思考の問題、注意の問題、非行的行

動、攻撃的行動」の8つからなり、 66以下の数値

が正常域、 67～70が境界域、71以上で臨床域と

なる。上位尺度については｢内向尺度、外向尺度、

総得点」の3つからなり59以下が正常域、 60～

63が境界域、 64以上で臨床域となる。境界域の場

合は医療の介入が必要な状態となり、臨床域の場

合は深刻な医療の介入を必要とする状態である。

その結果を図3に示す。全体的には母の値CBCL

が高く、その下に教師のTRFがある。母の数値に

ついてはそのほとんどが臨床域を示し、母から見

たAさんの状態がとても厳しい状態であることが

分かる。これはAさんの学校や家庭全ての生活場

面でのストレスや不安を、一挙に自宅で、母の前

で行動化を以って爆発させるため、母が一人でそ

れを受け止めている困難さと大変さを表している

と考えられる。

TRFも全体的には臨床域のものが多いが、細か

く見ると非行的行動の項目だけは母と大きく乖離

が見られ、正常域を示している。Aさんは自宅で

のみ暴力を表現し、学校には「休む」 という手段

を用いるため、Aさんの暴力性は学校には見えて

いないということが示唆される。

母、教師の値に比較し本人の値は他の二者より

も低く境界域から正常域を示している。これにつ

いては、自身が行動化で不安を訴えているにも関

Ⅲ． 『提案・交渉型アプローチ」を繰り返し「相

談力」を身につける～実践事例から～

1．Aさんについて

Aさんは小学校低学年の頃から登校しぶりが見

られ、高学年には不登校に陥ってしまった。低学

年の頃から不安を言語化することができず、その

不安を家庭では反社会的行動に、学校では非社会

的行動をもって訴えてきた。

家庭では母が仕事を持ちながらも一人で彼女を

必死で支えてきた。

Aさんには発達障害があったが、周囲からはそ

の特性への理解も得られず、適切な支援もなされ

ないままに二次障害として社会不安障害を発症

し、不登校状態を継続したまま支援学校の高等部

に入学してきた。入学してきた頃のAさんは「O

か100か」の尺度で物事をとらえ、 1つ不安が生

じると、それが特定も言語化もできぬまま漠然と

全体に広がり、その結果行動化をもってその不安

を周囲に訴えてきた。 また家庭では暴言、暴力で

母にその不安を訴えるため一人で支える母は孤軍

奮闘する状態であった。
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わらず、自分ではその状態を認識できていないと

いうことが読み取れる。つまり、状態像としては

パニックや暴言暴力などを示しているがAさん自

身は自分の不安に目が向けられておらず、漠然と

した不安の中で暴言、暴力でしか訴える術がない

ことが分かる。

で良いので、事実を整理するために、 またAさん

が合理的に理解するために「書く」 という行動は

極めて重要である。

Aさんが「学校をやめる」 と言いだした原因を

自分自身で的確に言葉にするのは難しい。しかし、

支援者にはいくつかその原因は考えられた。そこ

で支援者の仮説を提案しAさんに選択してもらう

ことにした。

「勉強がむずかしい？」 「ううん｡」 「通学の電車

がしんどい？」 「ううん、ずいぶん慣れました｡」

｢友達とはどう？仲良くできてる？」 「クラスの子

はまあ。後輩の子が声かけてくるんが…イヤ…｡」

支援者が提案した原因の中からAさん自身が不安

を特定することができた。

Aさんは苦手の後輩のB君が声をかけてくるの

が嫌だという。 「なれなれしく声をかけてくる」

と言うAさんに「なるほど、Aさんはなれなれし

いと感じるんだね」 とAさんの「なれなれしい」

と感じる気持ちと、声をかけてくるという事実と

を分けて考えるように返答をする。その際気持ち

に注目するのでなく、事実に着目して支援者は整

理をする。

不安の原因を特定することで、AさんはB君の

姿が目に入らなければ、他の学校における活動は

大丈夫だと理解することができた。

●●●

輻E“アッケンバック実証システムに基づく評価システム ●●●・
●●｡、｡

（心理社会的・不適応状魍を包括的に評価するシステム） ●｡｡。
｡。、、

,”＝－－－－－－－－－－－－－－－H21,9(1年時）
95 ・ - - 一一~
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－TRF（副坦） 一T序（担任） ÷YSR（本人） －ケC唖（母）

下位尺度【66以下正燃域、67～70境界域、71以上臨床域】
内向尺腰・外向尺函・縄褐点【59以下正常域、60～63晩界賦、64以卜鯉床域】

図3高等部1年時のASEBAの結果

3． まずは「不安」をつきとめる

Aさんが自宅で不安を爆発させる原因は、言語

化の難しさにあった。自身では生じた不安が特定

できないため、全体に漠然とした不安として広

がってしまった。自分なりのコーピングとしては、

学校を休むという手段しか持ち合わせていなかっ

た。

そこで、 まずは自宅で不安を爆発させた時、

クールダウンを待って「提案･交渉型アプローチ」

を用い不安回避の作戦会議を実施することにし

た。速やかな介入が必要だが、爆発中の介入は逆

効果である。必ずクールダウンの状態を待って介

入することとした。

1年の1学期も終りが近づき、夏休みを迎えよ

うとしていたある日、Aさんは自宅で「学校をや

める」 と言い大暴れし始めた。次の日学校を休ん

だAさん。支援者が家庭訪問をするとAさんは布

団をかぶりこんでうずくまっていた。

とりとめのない話をし、Aさんの気持ちをほぐ

した後、 II-1、 2項の手順で不安の原因を特定

することにした｡彼女がポツリポツリと話すこと、

支援者が提案すること、全てを紙に書いてさりげ

なくAさんが見えるように持っておく。走り書き

4． 「不安」は回避、攻略できる

学校にはたくさんのAさんの好きな活動があっ

た。Aさんはクラブ活動が好きであった。また好

きな先生と話をしたり、友達と話をするのも楽し

いと感じていた。彼女には調理師になりたいとい

う夢もあり、そのために支援学校の高等部を卒業

したいとも思っていた。

そこで学校をやめて好きなことや夢もすべてあ

きらめてしまわなくても、 「不安」だけを回避す

る方法を提案した。AさんとB君は別のクラスで

あったが、不意に廊下や玄関で出会うとパニック

になってしまい、そのせいで「学校をやめる」 と

言いだしたのだった。そこで、出会う事があるこ

とを前提として、出会った時は①自宅に帰る→切

り替えやすいが、その後の授業が欠課になったり
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クラブに参加できない②しばらく気持ちが落ち着

く事をしてクールダウンする→切り替えに時間が

かかるかもしれないが、早ければ好きなクラブに

参加できる③やりすごす→その後の自分の好きな

活動に支障は出ないが、気持ちの切り替えにパ

ワーが必要、の三つの回避方略を提案した。選択

肢にはメリットやデメリット、それを選択した際

の見通しを示した。

初めは「学校は無理」の一点張りだったAさん

も、楽しみを保障すること、支援者がAさんの様

子に気を配り声をかけること、など提案し、Aさ

んは「それだったら…」と少しずつ選択肢に向か

い始めた。そうして交渉の結果、②を選択しB君

と出会った時はしばらく相談室でイラストを描い

てクールダウンすることにした（図4)。

また、やってみて「これではダメだ」 と自分が

感じた時、支援者が感じた時も再提案することを

互いが合意し、合言葉も決めておいた。Aさんか

らは「相談があります」とメールを送ること、そ

して支援者は「もう一回作戦立ててみる？」 と声

をかけることにしておいた。一度合意した作戦に

固執するとさらに子どもは不安な状態に追いつめ

られる。そうではなく、支援者は「作戦はいつで

も変更できます。また先生が変更を勝手に変更す

ることもなく、その場合は互いが合意したうえで

変更します」ということを約束しておく。Aさん

は物事の見通しが持ちにくいという特性も持って

いた。またそれに対する不安も大きく、急な予定

の変更や自分の納得いかないままに行動をさせら

れることにひどく抵抗があった。そこで先の見通

しを丁寧に示すこと、合意なしに支援者が変更を

求めることはないことを約束し、彼女の安心感を

保障した。

5． 「相談力」の育ちの中で見える「自分」

困ったことがあると人に相談すればなんだか

スッキリするなあと実感したAさん。支援者は学

校で困ったことがあると言語化しやすいように、

毎日の「振り返りノート」や「しんどいですカー

ド」など言語化への手立てとして、Aさんが発信

しやすいような方法をとりいれた。そうして安定

して登校できるようになるとAさんは生じた色ん

な不安に対して、 「確かめる」など自らチャレン

ジする行動を始め、友人や先生など自分の周囲の

人のコーピングスキルや尺度に目を向け取り入れ

始めた。他者のコーピングに目を向ける中で「自

分は他の人とは違うとらえ方をするようだ」 と実

感し始めたAさんであった。他者に目を向けると

ともに、自己理解が深まったAさん。不安が生じ

た時は相談する事で乗り切れるようになり、自宅

でのパニックは格段に回数が減っていった。3年

時に実施したASEBAの結果を図5に記す。グラフ

からは自宅でのAさんの落ち着いた状態がCBCL

(母）の値から見てとれる。 1年時は全てが臨床

域であった（図3）のに比較して、 3年時は正常

域に落ち着いたものが増えている。TRF(教師）

の値も全体的に1年時より低い結果となっている

のに比して、本人の値、YSRが上昇している。こ

れは、本人の自己理解が進んだ事によるものであ

る。母や教師から客観的にみると状態としては落

ち着き、 「相談力」の育ちがある中で、自己評価

として「しんどい状態の自分」を実感するという

ことがグラフのYSRの値とTRECBCLの数値の逆

転から読み取ることができる。

値だけを見ると、Aさんの状態が悪化している

かのように見えるが、これは自己理解が進んだこ

とで、彼女の困り感がやっと彼女自身のものに

なったのだと感じる。不安や困り感が他人事では

なく、自分自身のものと自覚できたことで「解決

すべきは自分だ」という実感も生まれる。

○

lo
Aさん;竣鍛こ声効けられるのが苦手 の力竃あ．

師:不里に＝た“落ち若く方教

Aさん:W剛1願、しくて蝿.どう返事濁ま？鯵君畠く？やりすごす？

したら良いか分からない Aさん:罐1“ます

不安の対策フローチャート図図4
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Ⅳ、事例から見えてくる「提案・交渉』とは

失敗経験を重ね、 自尊感情の落ち込んだ発達障

害の二次障害の子どもたちがすんなりと『提案・

交渉』のテーブルにつくのは難しいことである。

ンを支え『提案・交渉』の目的を見失わせずにい

てくれる。

「提案・交渉』のテーブルに着くことは自分自

身と向き合う作業でもある。それは自尊感情を

失っている彼らにとってはじめはとてもハードル

が高い作業でもある。成功体験の積み重ねという

"自信”の育ちとともに『提案・交渉』 という手

段を用いることで「実感」の中で自分自身に向き

合っていくことができる。そしてそれらの支援の

繰り返しとともに､｢安心感･安全感」も 「楽しみ・

成功」 も伸びゆくものであると考える。

●●●

●●●O

"Mアツケンバツク実征システムに基づく評価システム ::::｡
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図5高等部3年時のASEBAの結果

人は「安全基地」があるからこそ、動きだすこ

とが出来る。 「安全基地」であるキーパーソンは

子どもの状態とそれぞれの関係性により、 また時

と場合によりその役割の色合いは少しずつ変わ

る。

安全を保証する支え、 ともに挑んでくれる同

志、導いてくれるメンター、後ろから支えてくれ

る先輩、冷静に整理してくれる交渉人、そして時

にアタッチメントの対象ともなりうることもあ

る。

キーパーソンはその子どもの今の状態を捉え、

未来のことを見据えて今自分は何の役割をどれく

らいの割合で負い、今の「提案・交渉」は何のた

めにあるかというゆるぎない意図を持つべきであ

る。

『提案』＝押し付けだと感じて身構えたり、交

渉の中で支援者とやりとりすること自体が目的に

なってしまい、やりとりで心の隙間を埋めようと

する子どもたちも存在する。

ここでは様々な『提案・交渉』の事例から見え

てきた「大切にしたいもの」 と 「課題」について

述べる。

1・大切にしたいもの

． 「安心感・安全感」 「楽しみと成功」

「安心感・安全感」 とは、 自分が「攻め入られ

ない」環境であることである。彼らの感性や価値

観は「個」 として尊重されるべきものであり、彼

らがどんな発言や行動をとろうとも彼らの人格は

否定されるべきではないという前提の中で「安心

感・安全感」は保障される。

支援者は、彼らの発言に対して「ふ－ん、なる

ほど」 「へえ－、そうか」など主張を受け止める

相槌をうまく使い「まずは君の意見は理解したよ」

と表現することが大切だと感じる。

「楽しみ・成功」は誰しもが必要で生きていく

ための肥やしである。ほんの小さなことで良い。

｢クラブ活動が好き」「ドラムをたたくのが楽しい」

｢去年よりも出席日数が増えた」等である。

そんな｢楽しみ｣が彼らの外界へのモチベーショ

･個人として認める

『提案･交渉』を行うとき支援者と子どもは「1

対1」の個人である。提案する時も交渉する時も、

｢君の考えはわかった」 として彼らの人格を認め

た上で交渉のテーブルに着くべきである。支援者

が提案するのは、彼らの人格に対してではなく、

彼らの行動に対してである。支援者と子どもは対

等平等であるべきであり、互いが一人の「個」 と

して合意するポイントを交渉することに意味があ

ると考える。

対等平等であっても立場は異なる。 「教師と生

徒」であったり、 「親と子」であったりするかも
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しれない。その点から合意のイニシアチブは支援

者（提案者）が取るべきものである。

V、 まとめ

卒業後Aさんは就職したが、職場でも人間関係

のトラブルから不調に陥った。初めは在学中に身

に付けた回避スキルを用いて自分なりに対処して

いたが、どうにもこうにもいかなくなった時、彼

女はパニックになりそうな自分を抑えながら母親

に「先生に電話して！ 」 と訴えた。

困った時は人というツールを用いて、誰かに相

談することで不安に対処することができるという

実感が「相談力」を育てる。不安に対処するため

には困ったことや不安が生じた時「提案・交渉』

を用い、 まずは具体的に不安を特定することから

始まる。彼女たちが混とんとした不安の中で立ち

すくむ状態を整理することから、不安に対処する

力の育ちは始まるのである。

彼女たちにとって、人は不安を解決するための

一つのツールであって良い。我々支援者は彼女た

ちが不安に対処するためには「寄り添う」だけで

はダメなのである｡不安の正体をともに突き止め、

具体的に方法を「提案」 しなければならない。筆

者は「提案交渉型アプローチ」を研究として論文

を書くために、Aさんへの提案交渉の取り組みに

ついてインタビューを実施し支援学校在学中の事

を振り返ってもらった。Aさんはそのインタ

ビューの中で「提案交渉型アプローチ」について

聞かれたときに「そうかそうか、って聞いてくれ

るだけではなんの解決にもなれへん。でも頭ごな

しにこうしなさいって言われると頭が真っ白に

なって動けない。選択肢を示してほしい。自分で

は考え付かないから｡」 と答えている。彼女たち

の傍目には極端にさえ見える行動は、選択肢がな

いが故の彼女らなりの必死の策なのかもしれな

い。ならば、いくつか持っている私たちの策を提

案すれば彼女たちは気付けるのである。

「私の中にはYESかNOしかないから」 と言って

くれたAさん。彼女はこうも言った。 「間がある

んだよってことは、言われてから気付く」 と。

「提案・交渉型アプローチ」を中心とした支援

を受けてきたAさんは自己理解も深まり同時に自

分を受け入れるとともに、不安に対処するスキル

と意識を身に付けた。社会人となったAさんのア

・目指すは先にある意欲の高まり

「提案・交渉』には短期的意図と長期的意図が

ある。短期的には『提案・交渉』により子どもが

目の前にある問題に対応することにある。それは

子どもの状態や時期によりひとりひとり具体的に

は異なる。長期的意図には『提案・交渉」を繰り

返し不安や困りに対処する繰り返しの中で、子ど

もたちが「自ら工夫して解決しようとする意欲」

を養うことにある。

支援者はその時々の『提案・交渉』の目的の意

図を抑えながら、長期的には彼ら自身が不安や不

満が生じた時、 自らの尺度やコーピングスキルバ

リエーションの中からそれらを発揮し解決に動く

意識とスキルを育てることにある。

2．課題

「提案・交渉」の場面は、一見すると子どもた

ちに「譲って負けている」 という印象を与える。

彼らの言いなりになっていると捉えられることも

ある。それは合意のポイントが、子どもたちの主

張の直近である場合に、そう捉えられることが生

じるのではないかと考える。

また心の傷つきや、二次障害の問題が非常に大

きな子どもの中には、支援者と交渉するという行

為自体が目的となり、支援者とのやりとりをする

中で自分の心の隙を埋めたり心を満たす子どもも

いる。そのような場合は支援者が『提案・交渉』

の意図を見失いがちであったり、 またそうでなく

ても子どもに翻弄されているように見えてしまう

場合もある。

『提案・交渉jは「個」 と 「個」の意図の折り

合いをつけあうことである。①支援者が自分の意

図を見失わないようにすること、長期的展望に

たって意図を持つこと、②合意のイニシアチブは

支援者が持つこと、③様々な支援者との合意形成

を図り情報交換を密にしチーム援助を意識するこ

と、の三点に気をつけたい。
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セスメントからはAさんの落ち着いた様子を読み

取ることができる（図6)。
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図6社会人1年目のASEBAの結果

母のCBCLは全ての値が正常域となり、Aさん

のYSRも高等部3年生時のグラフ（図5)と比較す

ると格段に値が下がり正常域に落ち着いているも

のが多い。その中でも「不安／抑うつ」のYSRの

項目の数値の高さが残る。これはやはり、発達障

害に起因した二次障害に陥ったAさんの根強い不

安感を表していると考えられる。彼女たちが二次

障害に陥る前に“予防”という側面からの支援の

大切さを彼女のアセスメント結果は訴えている。

我々はみな人である限り 「個」であり、それは

尊重されるべきものである。私たち支援者は｢個」

を尊重しながら、具体的に『提案・交渉』するこ

とで彼女たち自身の自己選択、自己決定を大切に

したい。押しつけではなく、誘導ではなく、彼女

たちが納得し選択した成果が次の解決へのモチ

ベーションとなると私たちは考えている。

文献

l)武田鉄郎(2014)「叱らないが譲らない「提案・交渉

型アプローチ」の効用」実践障害児教育， 491, 10-13.
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鰯臨床心理学の立場から

発達障害の子どもの内的体験世界を理解するために

宮城教育大学教育学部植木田 潤

発達障害の子どもたちの生きにくさを、診断名から捉えるのではなく、彼らの内的

体験世界から捉えることの重要性を提示した。発達障害の子どもたちの言動によって

示唆される心理特性に着目すると、彼らが心身の発達に不可欠な情緒的な基盤を、他

者との関係性の中で形成・維持していくことに困難を抱えていることが浮き彫りと

なってくる。

そのため、発達障害の子どもたちを指導･支援するために必要な教員の姿勢として、

子どもの『心の奥行き』に注意を払い続けること、 また安全感・安心感をベースとし

て、そうした態度を子どもたちが心の内に取り入れ、内在化させていくことが期待さ

れていることを述べた。そこで、本論では、 こうした心の奥行きに注目するために必

要な観点や概念について、学校現場でよく生じる場面を想定しながら整理することを

目的とした。

心の奥行き（次元性)、 「遊び」－「学び」－「働く」のキーワード：発達障害の子どもの内的体験世界、

連続性

1．発達障害のある子どもの『奥行き』に注目す

ることの重要性

日本で言う 「発達障害」には、学習障害LD、

注意欠如多動性障害ADHD、自閉症スペクトラム

障害ASDの3つの障害が含まれているが、学校現

場では、それらをひとまとめにして、 「発達障害」

という枠組で捉えており、 「通常学級にいて学習

上や行動上の問題を抱えた指導の困難な子どもた

ち」 という共通項で括られている。これらの子ど

もたちに診断名や障害特性という切り口から接近

していくと、それぞれに個別性が際立っていて、

同じ診断名であっても一人一人の実態は大きく

違っていることが多い。

しかし、発達障害の子どもたちの心理特性、あ

るいは内的な体験世界という観点から眺めてみる

と、実は、問題は意外とシンプルであることに気

付かされる。すなわち、発達障害の子どもたちの

生きにくさは、 「目に見えないモノやコトが分か

らない」 ということに端を発しているということ

である。これは認知的な特性として広く理解され

ている特性であり、療育や教育の現場では

TEACCHなどの手法を取り入れて、スケジュー

ルや教室空間の「見える化」 （視覚的構造化や物

理的構造化）を工夫して支援に取り組んでいると

ころも多いだろう。

ところが、 この「見えないモノやコトは分から

ない」 という特性は、認知の偏りだけでなく、 ヒ

トが生きる上では致命的ともいえる問題を含んで

いることにも気付かされる。この問題の重大さに

向き合うために、筆者が出会った自閉症と診断さ

れた中学生Aの事例を紹介したい。

Aは筆者を訪ねると、必ずある問いを投げ掛け

た。それは、 「ねえ、先生？、 『強く生きる』って

どういうこと？」であった。この問いをAが口に

する背景には、Aの父親が口癖のように「男って

のはなあ、強く生きるものなんだぞ」 と繰り返し

Aに向かって教え諭していたという事があるのだ

が、筆者はこの問いを突き付けられる度に答えに

窮し、Aに理解可能な言葉で伝えられないことに

無力感を抱いたものだった。もちろん、辞書的な

文章を持ち出して、観念的な理解を押し付けるこ

とはできたと思うが、 「目に見えないモノが分か
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理解するために必要な、いくつかの観点や概念を

ここで整理してみたい。

らない」 という特性を抱えているAに、そのよう

な説明を押し付けても、一体何の役に立っただろ

うか。やがて、AはAなりに問いの答えを見つけ

たようで、ある時から筆者の前、学校や家庭で

｢シュワッチ！ 」 とウルトラマンのポーズを取る

ようになっていた。つまり、Aにとって目で見て

分かる「強く生きている」対象だったのだろうと

逆に筆者が納得してしまった。

この事例から筆者が学んだことは、人生におい

て重要なもののほとんどは、実は目に見えないモ

ノばかりなのだということだった｡例えば､｢幸せ」

｢信頼関係｣｢友情｣｢楽しい」｢嬉しい」｢哀しい」｢悔

しい」等々． ． ．数え始めれば、キリがないだろ

う。

こうした切り口で発達障害のある子どもたちが

示唆している問題を考えてみると、子どもの心の

｢奥行き』に目を向ける支援者のこうした態度こ

そ、 「指導の困難な」 と表現される子どもたちに

最も必要な支援なのではないかと思えてくる。メ

ルツァーは「自閉症の探求」 1）の中で、 自閉症

の子どもの心の有り様を『次元性｣(メルツァー1);

キャセッセ2）という言葉で表現している。

定型発達の心性は三次元もしくは四次元（時間

的な観念を持つ）的な性質を備えていて、内包さ

れる空間を構成しているのに対して、自閉症者の

心は二次元的な性質を備えていて、内包される空

間が存在せず、表面的な性質に拠らざるを得ない

ため、対象の表面的な変化は対象の本質の変化と

直結してしまうことを指摘している。

1．発達障害の子どもの心理社会的な発達につい

て

心の発達は、知・情・意がバランス良く発達す

るのが望ましいと言われている。つまりこれは、

認知の発達、情緒の発達、意思･意欲の発達の3

つのバランスのことである。何らかの器質的な背

景をもった機能不全がある場合、 これら3つの心

の発達や機能にも強く影響を及ぼすことが考えら

れる。特に、発達障害においては、認知発達の偏

りが強調されがちな風潮はあるが、実際には、情

緒の発達や意思･意欲の発達にも、ある種の歪み

は生じている。

例えば、情緒の発達においては、感情のコント

ロールが難しく、他者から見れば大したことのな

いような場面や状況で、突然、激情に駆られた

り、他害や自傷などの激しい行動化を起こしたり

することが多く見られる。また、意思･意欲の発

達においては、保護者や教員等から指示されたこ

とはできるけれども、自分が何をしたいのか、将

来の自分を展望する等といった、 自分の人生を自

分の手で切り開こうという主体性や能動性の発揮

が難しいことなども多く見られる。

本来、 ヒトは乳児の段階から好奇心や探索心を

備えており、その大小に個人差はあっても未知の

ものに向かう傾向を持っている。これが成長して

からの学びの原動力にもなっている。この好奇心

や探索心は、安全が確保された環境において最大

限に発揮されるものであり、 ここで重要になって

くるのが、いわゆる「安全基地」の果たす役割で

ある。乳児にとっての安全基地とは、つまり母親

(必ずしも生物学的な母親のことではなく、主た

る養育者を総称している）のことであり、始まり

の頃には、母親が具体的に乳児から危険を排除

し、未知のものへ向かう姿勢を見守りという形で

提供し続けることで、後にはそれら（安全基地と

なる母親の存在）が乳児の心の中に取り入れられ

て、自分自身で安全感を保持することができるよ

うになる。安全基地の重要性を唱えたBowlbyは、

Ⅱ、子どもたちの内的体験世界を理解するための

観点

発達障害の子どもたちの内的体験世界を理解す

ることは、その後の指導や支援を考えていく上で

不可欠なことであると筆者は考えている。また同

時に、発達障害の子どもが心の「奥行き」を形成

するためには、定型発達の子どもたちがそうであ

るように、常に子どもの心の奥行きを意識して関

わる他者の存在を、子どもが心の内に住まわせる

(取り入れと内在化） ことが不可欠である。そこ

で本節では、発達障害の子どもの内的体験世界を
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2つの表現型があることが知られている3)。外在

化とは、粗暴な言動や自傷他害、非行や犯罪行為

などの目に見える問題行動として表れる場合であ

る。一方、内在化とは、 自信喪失、自己否定、無

気力、空虚感など、 目に見えない問題行動として

表れる場合である。どちらか一方、あるいは両方

の表現型を取るにしても、 こうした二次障害が生

じることで、 より一層、成長促進的な対人関係を

形成し維持することが困難になっていき、結果と

して、心身の健全な発達が阻害されてしまう危険

性がある。また、年齢が上がるにつれて、二次障

害が先に目立つことで、背景にある発達障害がよ

うやく見出される事例も多い。

また、発達障害の子どもは、特に対人関係面で

のトラブルが絶えない。その理由の一つとして、

特性としての認知機能の偏りがあることから、他

者の言葉や振る舞いを誤解してしまうことが多

く、本人はその誤解に気が付かないままに、誤解

で捉えた文脈から相手への反応を返してしまうこ

とで、誤解が誤解を生むような悪循環の人間関係

を作り出してしまうことが多い。こうした他者と

の人間関係上の摩擦が大きかったり長く続いたり

すると、発達障害の本来的な音や触覚の過敏性や

固執性が極度に強まった状態になったり、心身症

等の心の病を発症する発端になったりすることが

ある。対人関係の摩擦が、心身症等の引き金にな

る事例も多く、二次障害に対しては、医療面も含

めた多面的なアプローチが必要となる。

比較行動学を参照して、サルの乳児が母親にしが

みついていられる身体能力を備えていることで自

らの安全を保持することができるのとは違って、

人間の乳児は自らがしがみつくのではなく、大人

の方から接近してきて保護したくなるように、笑

いかけたり泣き声をあげたりするなどして興味や

コミュニケーションの意思を伝える能力が備わっ

ていることを発見した。

しかし、発達障害のある子どもの場合には、ま

さにこうした他者を巻き込み、自らの安全や安心

感を作り出すためのコミュニケーション能力が、

早期から阻害されているわけである。

これらの困難は器質的な背景を基礎にはしてい

るが、特に、子どもの発達過程に直接的に作用し

て、バランスの良い心の発達が阻害される事態が

生じていると想定される。言い換えれば、子ども

の心理社会的な発達は、他者との関わりの中で形

成されるものであるために、 この発達促進的な周

囲の環境との相互作用、他者との関係性の構築を

阻害するように働く発達障害の器質的特性は、直

接的に子どもの発達を歪めたり、阻害したりする

と考えられるのである。

上記の点から、 こうした成長促進的な対人関係

の形成と維持に際して、発達障害で特に阻害され

ている機能は以下の2点にあると筆者は考えてい

る。

①情動の調整が困難なこと

②安全感・安心感の保持が困難なこと

この2点が、発達障害のある子どもの発達を促進

するよう支援していくための重要な焦点となり得

ることが、さまざまな発達研究の成果や臨床事例

を扱った研究などからも示唆されている。

2．二次障害について

子ども達の年齢が上がるとともに、家庭から地

域へと生活領域も拡大し、接する人の数が飛躍的

に増えることで対人関係での摩擦も増えることに

なる。そうなると、発達障害の特性に基礎付けら

れた「生きにくさ」から派生した「二次障害（二

次的障害とも言う)」の問題が目立ってくること

が多い。

二次障害には、 「外在化」 と 「内在化」 という

3．迫害的な不安感と二極化した思考のパターン

「目に見えないものは理解することが難しい」

ことが、他者の気持ちを理解できないだけではな

く、 自分自身の気持ちを理解する場合にも当ては

まる。自分の気持ちがうまく理解できない時、そ

れは自分の気持ちではなく、他者の中にある気持

ちとして体験されることがある。例えば、クラス

メイトに対して抱いているイライラや不満な気持

ちを押さえ込めば押さえ込むほど、クラスメイト

の方が自分に意地悪をしたり、疎外したりするの

ではないかといった迫害感情や不安感情で疑心暗

鬼になっている場面がよくみられる。そうした心
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性が活性化すると、教室にいても安心して落ち着

くことができなくなり、場合によっては、他者に

対する攻撃的な言動を振り撒いて自分を護るため

のバリアを張ったり、イジメ被害を訴えたり、教

室に入ることに怖ろしさを感じて不登校に陥った

りすることもある。

また､「0か100か」「白か黒か」「敵か味方か」「好

きか嫌いか」等々、表現の仕方はさまざまだが、

パーソナリティの形成過程や自己感覚（アイデン

ティティ）が不安定な子どもにおいては、世界を

二極化して捉える局面が繰り返し現れる。子ども

向けのテレビ番組やお年寄り向けのテレビ番組な

どで典型的に見られるように、 こうした二極化し

た世界では、善と悪との境界が明確で暖昧さが含

まれないので、 とても安定している｡裏を返せば、

リアルな世界、 リアルな対人関係というのは暖昧

な面が多く、 とても不安定なものなのである。発

達障害の児童生徒の多くが抱える「暖昧さに耐え

られない」 という側面も、 こうした二極化した思

考パターンへの固執に一層の拍車を掛けることに

なる。 「好きか嫌いかよく分からない」 「敵か味方

か分からない」事態では、不安な状態に身を置き

ながら、葛藤や疑心に耐えなければならないから

である。こうした事態に耐えられるだけの精神力

が育たないと、 この二極化した思考のパターンか

ら抜け出すことは難しく、教育においては、 ここ

に焦点を当てた指導や支援も重要なものとなる。

ASDの子どもを教室でよく見かける。こうしたモ

ノが教室での学習に相応しくないと教員に判断さ

れると、 このモノを取り上げるか机の中に仕舞わ

せるかの綱引きが生じ、結果として、子どものパ

ニックを誘発してしまうことも多い。

しかし、定型発達の子どもたちにもよく見られ

る、 「毛布」を手放せない子どもに生じている心

性と同質のものだと考えることができると、 こう

した理解不能な言動にも意味が生じてくる。例え

ば、健常な幼児期の発達過程においても、保護者

との分離場面や独り寝の際には、毛布やタオルの

切れ端、ぬいぐるみなどを保護者の代替物＝お守

りとして手放さないことはよくあることである。

ASDの子どもが特定の玩具や粘土などを授業中に

片時も手放さない背景には、同様の機能があり、

子どもなりに必死に不安をコントロールしようと

する心理が働いていることが多い。そのため、む

しろこのお守りを手放すように指導すると、余計

に不安が強くなり、逆効果になることも多い。必

要なことは教員との間に安心感・安全感を創り出

すことである。この感情の自己コントロール能力

をどのように発達させていくかが指導のポイント

にもなっていくだろう。安心した環境作りに配慮

した指導の計画と実践が非常に重要である。

また、 自閉症スペクトラムの関係性の特徴とし

て、 「ヒトーヒトーモノの三項関係」を形成する

ことが難しいという背景もある。これは言い換え

ると、 「他者と何かを共有することが難しい」 と

いう特性である。発達障害の子どもが（ヒト）が、

クラスメイトや教員（ヒト） と、ゲームや楽しい

体験（モノ）を共有することが難しいわけである。

それだけに、 日頃の丁寧な関わりを通じて、でき

れば楽しい経験を共有することを積み重ねること

が、将来的な展望に立った上でも、 とても重要で

ある。

4．特定のモノへのこだわりと共有について

特に、ASDの子ども達は、器質的特性として他

者の存在に過敏に反応する。誰かが傍に居るだけ

でも、大変に刺激的なことが多く、 自身の情緒を

コントロールして平静を保つことに相当の努力を

強いられる。そうした他者に対する過敏性をもっ

ているだけに、いじめなどの他者から傷付けられ

た体験がある時には、他者に対する恐怖は倍増

し、不安や怒りをコントロールすることにかなり

の困難が生じるだろう。 この場合、一次的な障害

(ASD)の理解に加えて、二次障害を生じている

可能性についても理解と対応が必要である。

例えば、ある特定のモノを手放すことが難しい

5．行為（外）と情緒（内）を結びつけた理解

前述したように、発達障害の子どもは「困って

いること」 「好きなこと」 といった目に見えない

情緒的な経験を、自ら実感することは難しい。そ

のため、彼らがそうした実感を身に付けていくた
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